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は じ め に 

 

現在の日本では、少子高齢化の進行、急速な人口減少などの課題

に加え、ライフスタイルや価値観の多様化など、私たちを取り巻く社

会環境は大きく変化し続けています。 

このような状況においては、誰もが互いの人権を尊重し、性別にか

かわらず個性と能力を十分に発揮し、生き生きと暮らすことができ

る男女共同参画社会の実現が、より一層重要なものとなっています。 

これまで本町では、平成 23 年から３次にわたる「野木町男女共同参画プラン」を策定し、男女

共同参画の推進に向けた様々な施策に取り組んでまいりました。しかしながら、性差による偏見

や固定的な性別役割分担意識はいまだ根強く残り、また女性の活躍推進がなかなか進んでいな

いなど、解決すべき多くの課題が残されています。 

今回の改定では、男女共同参画を取り巻く社会情勢の変化や、新たな課題等に即して内容を

見直し、「第４次野木町男女共同参画プラン」を策定しました。 

本プランでは、引き続き「男女ともいきいき活躍できるまち」を将来像とし、第３次プランの基

本理念や基本目標は継承しつつ、困難な問題を抱える女性に寄り添った支援や、政策・方針決定

過程における女性登用の推進など、新たに盛り込まれた視点を含む各種施策に取り組んでまい

ります。 

町民の皆様におかれましては、男女共同参画についてご理解を深めていただくとともに、男女

とも“キラリ”と光る野木町の実現に向けてご協力いただきますようお願い申し上げます。 

結びに、このプランの策定にあたり、ご審議いただきました野木町男女共同参画審議会委員

の皆様をはじめ、野木町女性会議の皆様、アンケート調査にご協力いただきました関係者の皆様

に、心から感謝と御礼を申し上げます。 

 

令和８年３月 

野木町長  真瀬 宏子    



 

 

 

 

 

 

野 木 町 民 憲 章 

 

昭和 58 年２月１日制定 

 

わたくしたちは、野木町民であることに誇りと責任をもち、明るく住

みよい豊かな郷土をつくるため、ここに町民憲章を定めます。 

 

 

１．自然を愛し、 

清潔で健康なまちをつくりましょう。 

 

１．伝統を尊び、 

教養を高め文化の薫るまちをつくりましょう。 

 

１．心ふれあう、 

安らぎのある住みよいまちをつくりましょう。 

 

１．仕事にはげみ、 

活気ある豊かなまちをつくりましょう。 

 

１．きまりを守り、 

平和な明るいまちをつくりましょう。 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

野木町男女共同参画都市宣言 

 

平成 24 年３月 

 

水と緑豊かな野木町に住むわたしたちは、国際社会の一員として、平

和を愛し、お互いにその人権を尊重し、それぞれの個性と能力を発揮し

て、あらゆる場面で支え合い、男女ともいきいき活躍できるまちをつく

るため、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 

 

 

１．わたしたちは男女がお互いの人権を尊重し、あらゆる分野で平等

に参画できるまちをつくります。 

 

１．わたしたちは男女がお互いに自分らしさを発揮し、社会の一員と

して共に協力することができるまちをつくります。 

 

１．わたしたちは男女が共に家庭、学校、地域及び職場などで支え合

う、思いやりあふれたまちをつくります。 
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第１章 プラン策定にあたって 

第１節 プラン策定の趣旨 

本町では、将来像として「男女ともいきいき活躍できるまち」を掲げ、一人ひとりの人権が

尊重され、性差なく誰もがその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指して、

平成 23(2011)年度から令和 7(2025)年度までの 15 年間にわたり、３期にわたる「野木

町男女共同参画プラン」（各期５年間）を通じ、様々な取り組みを進めてきました。 

この間、我が国においては、急速なデジタル化の進展や働き方改革の推進、多様な家族形

態やライフスタイルの広がりなど、社会の構造や人々の価値観が大きく変化しています。特に、

テレワークや副業の普及により、仕事と生活の境界が曖昧になる一方で、家庭内でのケア責

任の偏りや、孤立の問題が顕在化しています。また、単身世帯や共働き世帯の増加により、地

域における支え合いの仕組みやコミュニティの再構築が求められています。 

本町においても、東京圏への通勤圏内という地理的特性から、都市的な生活スタイルと地

域的なつながりの両立が課題となっており、地域コミュニティの希薄化や子育て・介護の担い

手不足が深刻化しています。特に、町内では若年層の流出や高齢化の進行が見られ、地域の

持続可能性を確保するためには、多様な人材が地域で活躍できる環境づくりが急務です。 

また、町の豊かな自然環境や歴史的資源を活かした観光・交流の促進も進められています

が、こうした地域資源の活用においても、性別や年齢にかかわらず多様な視点を取り入れる

ことが、地域の魅力向上と活性化につながります。さらに、気候変動や自然災害への備えと

して、地域住民が協力し合える体制づくりも重要な課題です。 

一方で、国際的にもジェンダー平等や多様性の尊重が強く求められるようになり、企業や

自治体においても、性別や年齢、国籍、障がいの有無にかかわらず、すべての人が能力を発

揮できる環境づくりが進められています。しかしながら、依然として職場や地域における無

意識の偏見（アンコンシャス・バイアス）や、性別による固定的な役割分担意識が根強く残っ

ており、女性や性的マイノリティの参画が十分に進んでいない現状があります。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの生活様式や働き方に大きな影響を

与えました。外出自粛や感染防止対策により、家庭内での負担が偏るケースや、孤立感の増

大、経済的困窮など、特に女性や子育て世代、ひとり親家庭などに深刻な影響を及ぼしまし

た。今後は、こうした経験を踏まえた新しい生活様式の定着とともに、誰もが安心して暮ら

せる地域社会の構築が、将来にわたり持続可能で包摂的なまちづくりを進める上で、極めて

重要な課題となっています。 

こうした現状を踏まえて、これまでの取り組みの成果や新たな課題に取り組むべき施策の

方向を明らかにし、男女共同参画社会の実現に向けての目標を定め、施策を総合的、計画的

に推進するため第４次となる「野木町男女共同参画プラン」を策定するものです。  

なお、本プランは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止

法）」及び「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく「市町村基本計画」、ま

た「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づく「市町村

推進計画」を包含しています。  
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第２節 プラン策定の背景 

①国際的な動き 

◆「国際婦人年世界会議」と「世界行動計画」 

昭和 50（1975）年、国連は「国際婦人年」を制定し、メキシコシティで第１回世界女性会議を

開催しました。この会議では、女性の地位向上を目指す「世界行動計画」が採択され、翌年から

10 年間は「国際婦人の 10 年」として、平等・発展・平和の実現に向けた取り組みが進められま

した。 

 

◆「女子差別撤廃条約」 

昭和 54（1979）年には、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子

差別撤廃条約）」が国連総会で採択され、女性に対する差別の撤廃が国際的に確認されまし

た。 

 

◆「北京宣言」と「行動綱領」 

平成７（1995）年の第４回世界女性会議では、「北京宣言」と「行動綱領」が採択され、女

性のエンパワーメントと地位向上のための国際的基準が示されました。 

 

◆「ＵＮ Women」の設立 

平成 23（2011）年には、女性と女児の権利促進を目的として、国連のジェンダー関連機

関が統合され、「UN Women」が設立されました。女性のリーダーシップや経済的エンパワ

ーメント、暴力撤廃などをテーマに活動しています。 

 

◆「北京＋20」とＳＤＧｓ 

平成 27（2015）年には「北京＋20」が開催され、過去の成果を評価するとともに、同年

に採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」において、ジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメントが明記されました。 

 

◆「G7 栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合」 

令和５（2023）年、日本で初めてのＧ７男女共同参画・女性活躍担当大臣会合が栃木県日

光市で開催されました。会合では、女性の経済的自立やジェンダーに基づく暴力への対応な

どが議論され、「日光声明」が採択されました。 

 

◆「北京＋30」の開催 

令和７（2025）年には、「北京＋30」として第 69 回国連婦人の地位委員会が開催され、

「北京宣言」などの実施状況が評価されました。気候変動、デジタル格差、紛争下の女性の保

護といった新たな課題への対応が国際的に確認されました。 
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②国の動き 

◆国内行動計画の策定 

昭和 50（1975）年の国際婦人年にあわせて、内閣総理大臣を本部長とする「婦人問題企

画推進本部」が設置され、昭和 52（1977）年に「国内行動計画」が策定されました。 

 

◆女子差別撤廃条約の批准 

昭和 55（1980）年に「女子差別撤廃条約」への署名が決定され、批准に向けて法制度の

整備が進められました。昭和 60（1985）年の批准に先立ち、昭和 59（1984）年５月に国

籍法が改正され、昭和 60（1985）年１月に施行されました。また、男女雇用機会均等法は

昭和 60（1985）年６月に公布され、昭和 61（1986）年４月に施行されました。 

 

◆男女共同参画社会基本法の制定と基本計画の策定・改正 

平成 11（1999）年には「男女共同参画社会基本法」が制定され、平成 12（2000）年には

「男女共同参画基本計画」が策定されました。平成 13（2001）年には「男女共同参画会議」

及び「男女共同参画局」が設置され、推進体制が強化されました。基本計画はその後改正を

重ね、令和２（2020）年には第５次計画が閣議決定され、女性の経済的自立や災害対応に

おけるジェンダー視点などが重点課題とされました。 

 

◆ＤＶ防止法の制定と改正 

平成 13（2001）年に「ＤＶ防止法」が施行され、平成 16（2004）年には保護命令制度の

拡充や被害者支援が明確化されました。平成 25（2013）年の改正では、交際相手からの暴

力も対象に含まれるようになりました。令和５（2023）年の改正では、保護命令の対象が

「自由・名誉・財産」に対する脅迫にも拡大され、命令の有効期間が６ヶ月から１年に延長され

ました。また、被害者のこどもへの接近禁止命令が新設され、違反者への罰則も強化されま

した。 

 

◆女性活躍推進とジェンダー格差の是正に向けた取り組み 

平成 27（2015）年には制定された「女性活躍推進法」は令和４（2022）年に改正され、

企業における男女の賃金差異の公表が義務化されました。令和６（2024）年には「仕事と健

康の両立」を特集とした男女共同参画白書が公表され、誰もが安心して働ける社会の実現

が強調されました。 

 

◆困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行 

令和６（2024）年４月、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されま

した。生活困窮やＤＶ、性暴力など複合的な困難を抱える女性に対し、福祉・人権・男女平等

の視点から、国が包括的な支援を行う体制を整備することを目的としています。  
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③栃木県の動き 

◆計画・条例 

昭和 56（1981）年に「婦人のための栃木県計画」、平成 13（2001）年に「とちぎ男女共同

参画プラン」が策定されました。平成 14（2002）年には「栃木県男女共同参画推進条例」が

制定され、平成 17（2005）年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本計画」が策定されました。（平成 21（2009）年・平成 24（2012）年に改訂） 

平成 18（2006）年には「とちぎ男女共同参画プラン（二期計画）」、平成 23（2011）年に

「三期計画」、平成 28（2016）年に「四期計画」、令和３（2021）年には「第５期計画」が策定

され、ジェンダー平等、ワーク・ライフ・バランス、女性リーダー育成などが重点施策とされま

した。 

令和６（2024）年には、「栃木県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施

に関する基本的な計画」が策定され、性暴力被害、生活困窮、家庭内暴力など複雑な課題を

抱える女性に対し、福祉・医療・就労支援などを含む包括的な支援体制の整備が進められま

した。県内でも女性相談支援センターの機能強化や、民間団体との連携による支援ネットワ

ークの構築が図られています。 

 

◆男女共同参画センター 

平成８（1996）年に「とちぎ男女共同参画センター（パルティ）」が設置され、平成 25

（2013）年には、災害時の女性・こども支援体制強化のため、「男女共同参画の視点で取り

組む防災ハンドブック」が配布されました。また、令和２（2020）年にはオンライン相談やデ

ジタル啓発活動など機能強化が実施されました。 

 

◆女性活躍推進 

平成 28（2016）年には「女性の職業生活における活躍の推進に関する計画（栃木県）」が

策定され、官民協働による「とちぎ女性活躍応援団」が設立されました。 

令和４（2022）年には「とちぎ女性活躍推進プロジェクト」や「とちぎ女性リーダー育成事業」

が展開されました。 

 

◆多様性の尊重・ジェンダー平等の推進 

令和４（2022）年には、すべての人が自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、「パートナ

ーシップ宣誓制度」が導入されました。同性カップルや事実婚など、多様な家族のかたちを

公的に認めることで、行政サービスへのアクセスの保障や社会的理解の促進が図られてい

ます。 

 

◆男性の家庭・地域生活への参画促進 

令和５（2023）年に「とも家事」が開始され、育児・介護・家事への男性の関与を促しまし

た。企業向け支援や育休取得促進キャンペーン、地域活動への参加を促す「とも家事応援ウ

ィーク」も展開されました。 
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④野木町の動き 

◆計画・条例 

町では、「男女ともいきいき活躍できるまち」を将来像に掲げ、男女共同参画の推進に取

り組んでいます。平成23（2011）年３月に「野木町男女共同参画プラン」を策定し、平成 24

（2012）年 3 月には「男女共同参画都市宣言」を行いました。 

平成 26（2014）年３月には、町・町民・事業者が協働して男女共同参画社会の実現を目

指す「野木町男女共同参画推進条例」を制定しました。平成 28（2016）年３月には「第２次

野木町男女共同参画プラン」、令和３（2021）年には「第３次プラン」と「特定事業主行動計

画（令和３（2021）年度～令和７（2025）年度）」を策定し、継続的な施策の推進を図ってい

ます。 

 

◆取り組み 

平成 26（2014）年には、女性の視点を町政に反映させるため「野木町女性会議」を設置

し、以降、町内外の関連事業への参加や意見交換を通じて、継続的に活動を行っています。

平成 27（2015）年７月には「第４回全国女性町長サミット」を開催し、「男女がともに輝くワ

ーク・ライフ・バランス」をテーマにシンポジウムを実施、「サミットアピール」を発信しました。 

平成 30（2018）年には、働きやすい職場環境づくりに取り組む事業所を認定する「野木

町男女共同参画推進事業所認定制度」を開始しました。 

また、上記の取り組みに加えて、平成 24（2012）年度からは男女共同参画をテーマとし

た映画会や講演会を開催し、平成 26（2014）年度からは標語・ポスター作品の募集を行う

など、町民への普及啓発活動を継続しています。映画会は現在、野木町文化会館（日東工業

エニスホール）にて毎年開催されています。 

平成 30（2018）年度には「女性の活躍推進ガイドブック」を作成し、令和５（2023）年３

月には「男女共同参画推進のための表現ガイドライン」を策定しました。 
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第３節 プランの性格と位置づけ 

本プランは、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく、市町村男女共同参画計画に

位置付けられ、男女がともに尊重しあい社会のあらゆる分野において性別にかかわらず個性

と能力を十分に発揮し喜びや責任を分かち合う「男女共同参画社会」の実現を目指して策定

するものです。 

また、本プランは、野木町総合計画の部門的計画のひとつとして位置づけられています。 

本プランの策定にあたっては、「男女共同参画社会基本法」で示されている基本理念等に

基づき、国の「男女共同参画基本計画」や「ＤＶ防止法」、「女性活躍推進法」、「困難な問題を

抱える女性への支援に関する法律」及び県の「とちぎ男女共同参画プラン」等を勘案してい

るほか、町民を対象としたアンケートを通じて寄せられた意見を取り入れるなど、町の特性

や現状を踏まえるとともに、社会情勢などを考慮し策定しています。 

なお、本プランは、ＤＶ防止法第２条の３第３項の「市町村ＤＶ防止基本計画」及び女性活躍

推進法第６条の２の「市町村推進計画」及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

第８条第３項に基づく「市町村基本計画」を包含しております。 

 

  

１０ 

男女共同参画社会基本計画 

 

 

 

 

 

・野木町女性の活躍推進計画 

・野木町ＤＶ防止基本計画 

・野木町困難な問題を抱える女性への支援に関す

る基本計画 

第４次野木町男女共同参画プラン 

男女共同参画社会 

基本法 

女性の職業生活に

おける活躍の 

推進に関する法律 

配偶者からの 

暴力の防止及び 

被害者の保護等に 

関する法律 

困難な問題を 

抱える女性への 

支援に関する法律 

法
律 

  

国 
県 

とちぎ男女共同

参画プラン 
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（栃木県） 

栃木県 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画 

野木町総合計画 

個別計画 

 

 

 

 

 

・野木町人権施策推進基本計画 

・野木町子ども・子育て支援事業計画 

・野木町健康増進計画 

野木町 
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第４節 プランの期間 

本プランの期間は、令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間とします。 

但し、社会情勢の変化、新たな課題、国や県の取り組み、計画の進捗状況等により、必要に

応じて見直しを行います。 

 

令和３ 
（2021） 

年度 

令和 4 
（2022） 

年度 

令和 5 
（2023） 

年度 

令和 6 
（2024） 

年度 

令和 7 
（2025） 

年度 

令和 8 
（2026） 

年度 

令和 9 
（2027） 

年度 

令和 10 
（2028） 

年度 

令和 11 
（2029） 

年度 

令和 12 
（2030） 

年度 

 

         

          

 

第５節 持続可能な開発目標（SDGｓ）について 

ＳＤＧｓ（エスディージーズ：Ｓustainable Development Goals 持続可能な開発目標）と

は、平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで採択された国際的な目標です。 

この目標は、平成２８（２０１６）年から令和１２（２０３０）年までの１５年間を対象としており、世

界中の国々が協力して「持続可能な世界の実現」を目指すもので、全部で１７のゴール（目標）と

１６９のターゲット（具体的な目標）で構成されています。 

本プランの第４章では、各基本目標に紐づく施策の方向性を示すとともに、該当するＳＤＧｓ

のアイコンを掲載しています。 

 

 

 

  

第８次野木町総合計画 

（後期基本計画） 

第９次野木町総合計画 

（前期基本計画） 

令和 17（2035）年度まで 

第３次野木町男女共同参画プラン 第４次野木町男女共同参画プラン 

評価・改訂 必要により適宜見直し 評価・改訂 

平成 28（2016）年度より 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

第１節 野木町の現状 

第２節 アンケート調査からみる現状と課題 

 

  

第２章 野木町の現状と課題 
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第２章 野木町の現状と課題 

第１節 野木町の現状 

 

（１） 人口の状況 

総人口は減少傾向にあり、年少人口と生産年齢人口はともに減少している一方、高齢者

人口は増加しており、全体に占める割合も上昇しています。高齢化の進行により、医療・福祉

など社会保障への対応が重要となっています。 

 

■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※国勢調査の結果を基礎とした数値のため、総人口は年齢別人口に年齢不詳分を加えて算出しています 

 

■人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県毎月人口調査（各年 10 月１日現在）  

2,856 2,776 2,672 2,577 2,507

13,590 13,386 13,246 13,185 13,080

8,271 8,366 8,477 8,520 8,557

24,730 24,541 24,408 24,295 24,157

0

10,000

20,000

30,000

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

令和７年
(2025)

（人）

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 高齢者人口（65歳以上）

11.5 11.3 10.9 10.6 10.4

55.0 54.5 54.3 54.3 54.1

33.4 34.1 34.7 35.1 35.4

0

20

40

60

80

100

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

令和７年
(2025)

年少人口（0-14歳） 生産年齢人口（15-64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（％）
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（２） 世帯の状況 

世帯数は年々増加傾向にあり、令和７（202５）年には10,282世帯となっている一方、1

世帯あたりの人員は年々減少しており、令和３（2021）年の2.50人から令和７（202５）年

には 2.35 人へと減少しました。この傾向は栃木県全体でも同様であり、少人数世帯の増加

が進んでいることがうかがえます。 

 

■世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１世帯あたり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県毎月人口調査（各年 10 月１日現在） 

  

9,885 9,975
10,083

10,228 10,282

8,000

9,000

10,000

11,000

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

令和７年
(2025)

（世帯）

2.50
2.46

2.42
2.38 2.35

2.40
2.36

2.32
2.28 2.25

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

令和７年
(2025)

１世帯あたり人員（野木町） １世帯あたり人員（栃木県）

（人）
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（３） 結婚の状況 

年代別未婚率を見ると、令和２（2020）年時点で男女ともに未婚率が上昇傾向にあります。

男性は 30 代前半以降の未婚率の上昇が顕著で、平成22（2010）年以降、継続的に上昇して

います。女性も同様に 30 代前半以降の未婚率が上昇しており、特に 40 代後半では、平成

22（2010）年から令和２（2020）年にかけて 10.0 ポイントの上昇が見られました。 

 

■年代別未婚率（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年代別未婚率（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

99.4

92.1

65.0

36.0

22.0
15.0

7.9

98.6

91.1

64.6

38.9
26.3

19.3

12.9

100.0
90.3

65.1

39.8

25.1
18.0 17.9

0

20

40

60

80

100

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

令和2年

(2020)

（%）

99.7
96.2

76.5

49.1

37.1
30.2

22.9

99.0
96.2

75.6

53.5

39.2

33.9

28.7

99.4 94.2

77.3

54.2

42.4

32.1 29.4

0

20

40

60

80

100

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

令和2年

(2020)

（%）
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（４） 出生数の状況 

出生数は令和２（2020）年の 158 人から令和４（2022）年には 103 人まで減少し、令

和５（2023）年には 116 人とやや回復したものの、全体として減少傾向にあります。 

合計特殊出生率は、令和２（2020）年の 1.34 から令和４（2022）年には 1.06 まで低

下しました。令和５（2023）年に 1.14と若干上昇したものの、令和６（2024）年は 1.01と

なっており、依然として栃木県や全国平均を下回る水準が続いています。 

 

■出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：栃木県保健統計年報 

 

  

158

124

103
116

97

0

50

100

150

200

令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

（人）

1.34
1.18

1.06
1.14

1.01

1.32 1.31
1.24 1.19

1.15

1.33 1.30 1.26
1.20 1.15

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

野木町 栃木県 全国
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（５） 就労の状況 

就業人口は、全体的に減少傾向にあります。男性の就業者数は平成 22（2010）年の

7,362 人から令和２（2020）年には 6,490 人に、女性も 5,157 人から 4,965 人へと

減少しました。産業別では、第１次産業の就業者数が年々減少し、第２次産業も微減傾向に

あります。第３次産業の就業者数は男女ともに最も多くの割合を占めており、男性では割合

がやや減少している一方、女性では令和２（2020）年に 73.8％と増加しています。 

 

■産業別就業人口の推移 
 

【男 性】                          【女 性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業別就業人口率の推移 
 

【男 性】                          【女 性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査  

329 322 290

2,867 2,881 2,686

4,166 3,900
3,514

7,362
7,103

6,490

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

令和2年
(2020)

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（人）

262 247 219

1,153 1,143 1,080

3,742 3,779 3,666

5,157 5,169 4,965

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

令和2年
(2020)

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（人）

4.5 4.5 4.5

38.9 40.6 41.4

56.6 54.9 54.1

0
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平成22年
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平成27年
(2015)

令和2年
(2020)

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（%）

5.1 4.8 4.4

22.4 22.1 21.8

72.6 73.1 73.8

0.0
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40.0
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80.0

100.0

平成22年
(2010)

平成27年
(2015)

令和2年
(2020)

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（%）
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（６） 労働力率の状況 

女性の年齢階級別労働力率は、令和２（2020）年時点で全体的に高い水準を維持してい

ます。特に 25～49 歳の層では８割前後の労働力率が続いており、平成 22（2010）年・

27（2015）年と比較しても安定した傾向が見られます。一方、15～19 歳や 65 歳以上の

層では労働力率が低く、年齢による就業意欲や機会の差が顕著です。 

30 代から 50 代にかけての層では、子育て期を含むにもかかわらず高い労働参加が続

いており、女性の社会進出が進んでいることがうかがえます。 

 

■女性の年齢階級別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 
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62.9
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第２節 アンケート調査からみる現状と課題 

①調査概要 

本調査は、「第４次野木町男女共同参画プラン」の策定にあたり、町民の意見を把握し、今後

の施策の基礎資料とするため、アンケートを実施しました。 

 

■調査方法等（町民） 

調査対象 町内在住の16歳以上の町民 

標本数 1,500人 

抽出方法 町内在住の16歳以上の方を無作為に抽出 

調査方法 郵送による配布及び回収 

調査期間 令和６（2024）年８月19日～令和６（2024）年９月９日 

有効回答数（回収率） 433件（28.9％） 

 

■調査方法等（中学２年生） 

調査対象 町内在住の中学２年生 

標本数 189人 

調査方法 WEB 

調査期間 令和６（2024）年９月６日、10日 

有効回答数（回収率） 167件（88.4％） 

 

⚫ 集計結果を百分率（％）で表す場合、小数点第２位を四捨五入し第１位までの表記としていま

す。このため、百分率の合計が 100 にならない場合があります。 

⚫ 母数（ｎ=●と表記）は、回答者全員が答えるべき設問については回答者数、条件付き設問に

ついては､その設問に答えるべき該当者の数としています。 

⚫ 回答がない場合や、定められた以上の回答があった場合（一つ選択する設問で複数選択な

ど）は「無回答」として集計しています。 
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②調査結果 

（１） 男女平等に関する意識について 

 

【あなたは次の項目についてどのように思いますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女平等に関する意識について、「女性だけでなく男性も育児休業を取得したほうが良い」

という考え方には、令和６（2024）年度で『賛成』（「賛成」と「どちらかといえば賛成」の合計

値）と回答した方の割合が 88.5％となっており、令和元（2019）年度（84.8％）と比較し

て、育児に対する男女の協力意識がより強まっていることがうかがえます。 

また、令和６（2024）年度に実施した中学生のアンケートにおいても同様の傾向が見られ、

95.2%が『賛成』と回答しており、中学生層においても育児への男女の協力に対する理解

が進んでいることが示されています。 

一方で、「男は外で働き、女は家庭を守るべき」とする性別役割の考え方に『賛成』と回答

した方の割合が 15.5%、「男は男らしく、女は女らしく」は 28.9%と、性別によって『こうあ

るべき』という意識が、今も社会に一定数存在していることがわかります。 

これらの結果から、性別にとらわれない自由な生き方や選択を尊重する意識のさらなる

醸成が、今後の教育や啓発活動において重要な課題であるといえます。  
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2.1

1.8

12.9

5.7

11.1

5.8

8.5

5.3

9.9

5.9

9.5

5.6

6.7

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答

「男は外で働き、女は家庭

を守るべきである」

という考え方

女性だけでなく男性も

育児休業を取得した

ほうが良いという考え方

仕事を「男性向きの仕事、

女性向きの仕事」など、

性別で分ける

という考え方

結婚しても夫婦二人だけ

で、必ずしも子どもがいな

くても良いという考え方

結婚は個人の自由であり、

結婚してもしなくても

どちらでもよいという

考え方

「男は男らしく、

女は女らしく」

という考え方

令和６年度 中学２年生 
（2024）   n=167 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和６年度 中学２年生 
（2024）   n=167 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和６年度 中学２年生 
（2024）   n=167 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和６年度 中学２年生 
（2024）   n=167 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和６年度 中学２年生 
（2024）   n=167 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和６年度 中学２年生 
（2024）   n=167 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 
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（２） 男女の地位の平等感 

 

【現在、男女の地位は平等になっていると思いますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女の地位の平等感について、「職場の中で」では、令和元（2019）年度において『男性の

方が優遇されている』（「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇

されている」の合計値）が 57.５%でしたが、令和６（2024）年度では計 53.8%と微減して

おり、依然として男性優位の認識が高いものの、わずかにその割合が減少しており、職場に

おける性別格差の意識に変化の兆しが見られます。 

しかし、全体を見ると、『男性の方が優遇されている』との回答が半数を超えている項目が

７項目中４項目と過半数を占めており、性別による待遇の不均衡が依然として課題であるこ

とが明らかです。 

今後は、性別にかかわらず公平に働ける職場づくりを推進し、ジェンダー平等の定着を図

る必要があります。 

  

7.9 

10.4 

14.1 

13.3 

3.0 

3.6 

8.1 

8.9 

14.8 

15.2 

32.6 

27.9 

11.8 

10.9 

43.2 

36.1 

39.7 

44.2 

12.7 

15.7 

27.0 

26.9 

38.8 

40.5 

39.0 

42.1 

22.4 

29.0 

28.2 

33.2 

19.2 

22.8 

52.4 

57.1 

32.8 

42.2 

17.3 

21.9 

11.1 

13.9 

34.4 

35.8 

3.5 

5.1 

3.5 

3.9 

1.8 

2.3 

3.0 

3.9 

0.9 

2.5 

1.2 

1.0 

2.5 

2.8 

1.2 

1.9 

0.7 

1.4 

0.5 

0.5 

0.9 

0.8 

0.2 

0.2 

0.7 

0.2 

1.1 

11.1 

7.5 

14.1 

7.2 

21.7 

13.1 

22.6 

10.8 

20.8 

12.4 

10.6 

8.1 

21.0 

14.1 

5.1 

5.7 

8.8 

7.1 

7.9 

7.6 

5.5 

6.6 

7.2 

7.2 

5.5 

6.3 

7.6 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている わからない

無回答

家庭生活の中で

習慣・しきたりなどで

町内会や自治会などの

地域の中で

教育の場で

職場の中で

政治の場で

法律や制度の上で

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 
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（３） 女性が職業をもつこと 

 

【一般的に女性が職業をもつことについて、あなたはどうお考えですか】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性が職業をもつことについて、令和６（2024）年度では「こどもができても、ずっと職

業を続ける方がよい」が 48.0%と最も多く、令和元（2019）年度（40.4%）や中学生

（18.6%）と比べて、継続的な就労への支持が大きく高まっています。 

一方、中学生を見ると、「こどもができても、ずっと職業を続ける方がよい」は 18.6%と

低く、「こどもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」が 44.9%

と最も高くなっています。 

このことから、中学生層では、こどもが幼い時期には、そばにいて育児に専念したいと考

える人が多いことが推察されます。 

今後は、中学生層を含む若年層に対しても、育児と就労の両立が可能な社会制度や職場

環境の整備について理解を深める機会を提供し、ライフステージに応じた柔軟な働き方の

選択肢を広げる支援が求められます。 

 

  

令和６年度 中学２年生 
（2024）   n=167 

 

令和元年度 
（2019） 

 

n=994 

 

令和６年度 

（2024） 

 

n=433 

1.8 

0.6 

0.6 

1.8 

1.7 

1.2 

2.3 

5.9 

6.6 

48.0 

40.4 

18.6 

26.3 

34.4 

44.9 

15.5 

10.6 

4.2 24.0 

4.2 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和６(2024)年度

n=433

令和元(2019)年度

n=994

令和６(2024)年度

中学２年生 n=167

女性は職業をもたない方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

こどもができるまでは、職業をもつ方がよい

こどもができても、ずっと職業を続ける方がよい

こどもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

その他

わからない

無回答
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（４） 家庭における役割分担 

 

【あなたの家庭では、次のことについて、主に男性、女性のどちらが担当していますか】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭における役割分担については、全体的に前回調査時から大きな変動はありませんが、

例えば「食事の後片付け」では「共同して分担」と回答した方の割合は令和元（2019）年度

（26.4％）から令和６（2024）年度（28.2%）で 1.8 ポイント増加しているなど、性別によ

る役割分担が定着している一方で、分担意識も徐々に広がっていることが示されています。 

しかし、全体を見ると、「生活費の確保」「地域活動の参加」以外の役割分担において、「主

に男性」より、「主に女性」の比率が高く、依然として性別による役割の固定化が根強く残っ

ていることがうかがえます。 

今後は、こうした意識の変化をさらに促進し、性別にかかわらず柔軟に役割を担える家庭

環境の形成を支援していくことが重要です。  

3.9 

3.2 

7.9

6.4

6.2

5.0

28.9

28.5

4.2

5.0

46.7

46.1

12.9

11.4

24.0

23.4

1.6

14.0

8.1

13.9 

13.6 

28.2

26.4

28.2

32.5

27.0

26.8

17.1

17.9

31.9

31.7

20.3

22.9

38.6

38.3

31.7

36.3

23.3

26.0

73.4 

75.9 

54.7

59.8

56.4

54.9

34.9

36.9

70.7

69.2

8.8

13.0

54.3

56.3

17.8

24.8

35.5

47.6

27.9

35.8

2.5 

2.2 

2.5

1.9

2.1

2.2

2.5

1.8

1.6

1.5

3.5

2.7

3.7

2.4

5.8

5.2

1.1

2.4

4.7

4.1

6.2 

5.1 

6.7

5.5

7.2

5.3

6.7

6.0

6.5

6.3

9.2

6.5

8.8

6.9

13.9

8.1

30.1

13.7

30.2

26.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主に男性 共同して分担 主に女性 その他 無回答

食事の準備

介護

（介護が必要な同居のご

家族がいる方のみ）

子育て

（子育て中の方のみ）

地域活動の参加

掃除

家計の管理

生活費の確保

洗濯

ごみ出し

食事の後片付け

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=994 

令和６年度 
（2024） 

n=433 

令和元年度 
（2019） 

n=212 

令和６年度 
（2024） 

n=183 

令和元年度 
（2019） 

n=123 

令和６年度 
（2024） 

n=43 
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【あなたは夫婦間の役割分担の現状について、どのように思っていますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫婦間の役割分担の現状について、令和６（2024）年度では『満足』（「満足」と「やや満足」

の合計値）が 71.0%となっています。令和元（2019）年度の『満足』は 70.5%であったこと

から、夫婦間の役割分担に対する満足度は引き続き高い水準を維持しており、令和６（2024）

年度ではやや向上している傾向が見られます。 

一方で、『不満』（「やや不満」と「不満」の合計値）と回答した方の割合も 24.0%にのぼり、

一定数の家庭では役割分担に対する不満が存在していることがうかがえます。 

男女別に見ると、令和６（2024）年度で男性は 86.6%が『満足』である一方で、女性は

58.5%と男女で乖離があり、これは令和元（2019）年度からほぼ変わらない水準となって

います。 

満足度の向上傾向を維持しつつ、不満層の声に丁寧に向き合い、家庭内の役割分担に関す

る対話や支援の機会を広げていくことが今後の重要な取り組みとなります。 

  

27.3 

28.7 

37.0

39.5

19.5

18.6

43.7 

41.8 

49.6

47.0

39.0

37.3

18.0 

19.3 

6.7

7.5

26.8

30.1

6.0 

6.1 

1.5

1.8

9.8

10.1

5.0 

4.1 

5.2

4.2

4.9

3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

令和６年度  男性 
（2024）   n=135 

 

令和６年度  女性 
（2024）   n=164 

 

令和元年度  女性 

（2019）   n=365 

 

令和元年度  男性 
（2019）   n=332 

 

令和６年度 
（2024） 

 

n=300 

 

令和元年度 

（2019） 

 

n=704 
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（５） ワーク・ライフ・バランスの実現 

 

【あなたのワーク・ライフ・バランスはどの程度実現されていますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランスの実現について、令和６（2024）年度に『調和がとれている』（「十

分に仕事と生活の調和がとれている」と「どちらかといえば仕事と生活の調和がとれている」

の合計値）と回答した方の割合は 61.2%で、令和元（2019）年度（56.9%）と比較してや

や増加しています。 

男女別に見ると、令和６（2024）年度では男性の 63.6%、女性の 59.5%が『調和がと

れている』と回答しており、令和元（2019）年度と比較すると、男性は66.3%からやや減少

し、女性は 50.1%から増加しています。 

この結果から、女性のワーク・ライフ・バランスに対する意識や実感が向上している一方で、

男性ではやや後退している傾向が見られます。依然として男女間に差はあるものの、女性の

改善傾向が顕著であり、今後は性別に応じた柔軟な働き方の推進や、家庭・育児・介護など

の負担の分担に向けた取り組みが一層求められます。 

 

15.0 

16.4 

16.9

19.9

13.8

13.8

46.2 

40.5 

46.7

46.4

45.7

36.3

10.4 

13.5 

9.7

10.4

11.2

15.9

8.5 

7.3 

9.2

8.6

7.3

6.6

19.9 

22.2 

17.4

14.8

22.0

27.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

十分に仕事と生活の調和がとれている

どちらかといえば仕事と生活の調和がとれている

どちらかといえば仕事と生活の調和がとれていない

仕事と生活の調和はとれていない

無回答

令和６年度  男性 
（2024）   n=195 

 

令和６年度  女性 

（2024）   n=232 

 

令和元年度  女性 

（2019）   n=515 

 

令和元年度  男性 

（2019）   n=453 

 

令和６年度 

（2024） 

 

n=433 

 

令和元年度 

（2019） 

 

n=994 
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【現状何が優先されていますか、また、何が充実されれば 

ワーク・ライフ・バランスが実現されると思いますか】 

 

【現状優先されていること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後充実したいこと】 

 

 

現状で優先されていることとして、男性は「仕事」を最も重視しており、59.5％が優先事

項として挙げている一方で、女性は「家庭生活」を重視する傾向が強く、60.5％が家庭を優

先していると回答しています。 

今後の生活において充実を望む分野については、男女ともに「個人の生活」の充実を重視

する傾向が見られ、特に女性では 69.8％が関心を示しています。また、男性は「家庭生活」

の充実を求める声が 54.1％と高く、現状とのギャップが顕著です。 

これらの結果から、性別によって生活の重心が異なることが明らかとなる一方で、性別に

かかわらず個人の時間や家庭との両立を重視する意識が高まっており、ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現に向けた支援の必要性が浮き彫りとなっています。 

  

54.1 

13.5 

51.4 

2.7 

2.7 

16.3 

23.3 

69.8 

4.7 

9.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

家庭生活

仕事

個人の生活

地域活動

無回答 男性 n=37 女性 n=43

※複数回答可 

※複数回答可 

21.6

59.5

21.6

0.0

2.7

60.5

46.5

7.0

0.0

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

家庭生活

仕事

個人の生活

地域活動

無回答 男性 n=37 女性 n=43
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（６） 男女が共に介護や子育てをしながら働き続けるために必要なこと 

 

【男女が共に介護や子育てをしながら働き続けるためには、どのようなことが必要だと思いますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女が共に介護や子育てをしながら働き続けるために必要だと思うことについて、「家庭

生活において、男女が協力して家事や育児、介護に取り組む」と回答した方の割合が令和元

（2019）年度では 79.4%、令和６（2024）年度では 69.3%となっており、協力意識は依

然として高いものの、やや減少傾向が見られます。 

この結果は、共働き世帯の増加や育児・介護の負担が複雑化する中で、家庭内での協力体

制が十分に機能していない可能性を示唆しています。 

今後は、男女が共に仕事と家庭を両立できるよう、制度面の充実だけでなく、家庭内での

協力意識の再構築を促す取り組みが求められます。  

※複数回答可 

69.3 

56.4 

54.5 

49.0 

48.7 

45.0 

42.3 

39.7 

39.3 

33.0 

32.1 

32.1 

1.4 

21.9 

79.4 

58.0 

54.4 

51.0 

50.1 

45.7 

44.0 

36.4 

42.7 

32.5 

32.0 

33.9 

1.7 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

家庭生活において、男女が協力して

家事や育児、介護に取り組む

職場において、男女ともに

育児・介護休暇などをとりやすくする

性別による固定的な役割分担意識

（男は仕事、女は家庭という考え方）をなくす

保育施設や保育時間の延長など

保育内容を充実させる

パートタイマーや派遣の

給与や労働条件をよくする

ホームヘルパー制度など

福祉サービスを充実させる

在宅勤務やフレックスタイム

（時間差出勤）をとりいれる

職場でのハラスメント

（いやがらせ）をなくす

再就職などの支援を充実させる

職場における男女格差をなくす

労働時間を短くする

仕事優先という意識を改める

その他

無回答

令和６(2024)年度 n=433

令和元(2019)年度 n=994
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（７） 女性のリーダーが増えることによる影響 

 

【あなたは、政治・経済・地域などの各分野で、女性の参加が進み、 

女性のリーダーが増えるとどのような影響があると思いますか】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性のリーダーが増えるとどのような影響があると思うかについて、「男女問わず優秀な

人材が活躍できるようになる」は令和元（2019）年度の69.5%から令和６（2024）年度は

77.8%と大きく増加しており、能力重視の社会への期待が高まっています。また、「多様な

視点が加わることにより、新たな価値や商品・サービスが創造される」は 58.0%から

70.0%に増加し、女性の参画によるイノベーションへの期待も高まっています。 

このように、社会全体への前向きな期待が高まっている一方で、「今より仕事以外のこと

が優先され、業務に支障を来すことが多くなる」「男性のポストが減り、男性が活躍しづらく

なる」といった懸念を示す回答も一定数存在しています。 

このことから、女性の参画を推進するにあたっては、性差なく誰もが納得できる公平な評

価制度や職場環境の整備が課題であり、イノベーションと調和した組織づくりが求められます。  

77.8 

70.0 

67.7 

55.0 

50.1 

49.0 

33.5 

30.9 

17.8 

8.5 

4.4 

2.1 

1.4 

3.7 

69.5 

58.0 

62.3 

48.7 

46.7 

44.5 

29.7 

24.7 

17.4 

8.2 

6.1 

6.3 

1.3 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる

多様な視点が加わることにより、

新たな価値や商品・サービスが創造される

女性の声が反映されやすくなる

男女問わず仕事と家庭の

両方を優先しやすい社会になる

男性の家事・育児・介護などへの参加が増える

人材・労働力の確保につながり、

社会全体に活力を与えることができる

労働時間の短縮など働き方の見直しが進む

国際社会から好印象を得ることができる

保育・介護などの公的サービスの必要性が

増大し、家計負担及び公的負担が増大する

今より仕事以外のことが優先され、

業務に支障を来すことが多くなる

男性のポストが減り、男性が活躍しづらくなる

特に影響はない

その他

無回答

令和６(2024)年度 n=433

令和元(2019)年度 n=994

※複数回答可 
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（８） ＤＶを受けた経験 

 

【あなたは、配偶者や恋人から暴力を受けた経験がありますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※複数回答可 

※上記の回答項目以外に、男性の 87.2％、女性の 75.4％の方が「特にない」と回答 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者や恋人から暴力を受けた経験について、男性で 4.6％、女性で 14.7％の方が「精神

的暴力（ののしる、おどすなどの言葉の暴力、無視するなど）」と回答しており、他の暴力の種類

と比べて高い傾向が見られ、言葉や態度による暴力が課題となっていることがうかがえます。 

その他項目についても何らかの暴力を経験したとする回答が一定数見られ、また、暴力の

被害者は女性というイメージが強いものの、男性からも身体的・精神的暴力の経験が報告さ

れており、性別を問わず暴力の被害が存在していることが明らかとなりました。 

この結果から、暴力被害の未経験者が多数を占める一方で、少数ながらも複数の形態の被

害経験者が存在していることが示されており、引き続き啓発や支援の充実が求められます。  

 

単位：％

精神的暴力 身体的暴力 性的暴力 経済的暴力 社会的暴力 その他 特にない 無回答

10.2 5.3 2.8 2.8 2.3 0.9 80.6 5.5

男性 n=195 4.6 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 87.2 6.7

女性 n=232 14.7 8.6 4.7 4.7 3.4 0.4 75.4 4.3

答えたくない n=1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

無回答 n=5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 20.0

全体 n=433

性
別

4.6 

1.5 

0.5 

0.5 

1.0 

1.5 

6.7

14.7 

8.6 

4.7 

4.7 

3.4 

0.4 

4.3

0% 5% 10% 15% 20%

精神的暴力（ののしる、

おどすなどの言葉の暴力、無視するなど）

身体的暴力（なぐる、けるなど）

性的暴力（性行為の強要など）

経済的暴力（生活費を渡さない、

仕事に就くことを禁じる、仕事を妨害するなど）

社会的暴力（実家や友人との付き合いや

本人の行動を監視、制限するなど）

その他

無回答
男性 n=195

女性 n=232
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（９） ＤＶ被害の相談 
 

【あなたは、そのことを誰かに打ち明けたり、相談したりしましたか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談しなかった（していない）理由をお答えください】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

暴力被害について「相談して、解決した」と回答した方の割合は令和元（2019）年度の

27.0%から令和６（2024）年度では 15.0%と減少しており、相談しなかったと回答した方

の理由としては、「相談しても無駄だと思った」が令和６（2024）年度で 67.7%と最も多く、

支援への期待が低下している傾向が見られました。また、「自分にも悪いところがあると思った」

「身近に相談できる人がいなかった」「自分さえ我慢すればいいと思った」といった回答も多く、

被害者自身の判断や思い込みが相談を妨げている実態も明らかになっており、正しい理解を

促す啓発と、安心して相談できる環境づくりが求められます。  

67.7 

38.7 

32.3 

32.3 

29.0 

22.6 

16.1 

9.7 

9.7 

6.5 

3.2 

0.0 

3.2 

3.2 

44.6 

32.1 

23.2 

33.9 

39.3 

16.1 

12.5 

10.7 

16.1 

5.4 

10.7 

7.1 

0.0 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

相談しても無駄だと思った

自分にも悪いところがあると思った

身近に相談できる人がいなかった

自分さえ我慢すればいいと思った

相談するほどのことではないと思った

相談することで自分が不快な思いをすると思った

相談して他人を巻き込むのが嫌だった

恥ずかしかった

世間体が悪いと思った

相談したことが分かると仕返しされると思った

相談窓口が分からなかった

特に理由はない

その他

無回答

令和６(2024)年度 n=31

令和元(2019)年度 n=56

15.0 

27.0 

21.7 

22.1 

20.0 

14.8 

31.7 

31.1 

11.7 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相談して、解決した 相談したが、解決していない

相談しておらず、解決していない 相談しなかったが、解決した

無回答

※複数回答可 

令和６年度 

（2024） 

 

n=60 

 

令和元年度 

（2019） 

 

n=122 
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（10） 困難な問題を抱える女性への支援について 

 

【あなた自身が次のような困難な問題を経験したり、若しくは身近な 

女性で問題を抱えているのを見聞きしたりしたことがありますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

困難な問題の経験や見聞きについて、「家族とうまくいかない・家族に関する問題を抱え

ている」が23.3%と最も多く、家庭内の人間関係が大きな課題となっています。 

また、「健康面の不安が大きい（メンタルヘルス含む）」が21.2%、「職場や学校等で人間

関係がうまく築けない、いじめやハラスメントを受けている」が17.6%と続き、心身の健康

や社会的関係に関する支援の必要性が示されています。さらに、「仕事が見つからない、仕

事が不安定」（12.9%）、「配偶者・パートナーから暴力（ＤＶ）や、恋人からの暴力（デートＤＶ）

がある」（8.5%）、「経済的に困窮している（光熱水費・食糧費・医療費等を支払えない等）」

（6.0%）など、生活の安定に関する問題も少なくありません。そして、「性的な被害や問題を

抱えている（性暴力や性的虐待、望まない妊娠など）」は0.7%と少数ながら、深刻な人権問

題として見過ごすことができない課題です。 

これらの結果から、女性が直面する困難は家庭・健康・人間関係・経済・暴力・孤立など多

岐にわたり、包括的な支援体制の整備が求められます。  

※複数回答可 

23.3 

21.2 

17.6 

12.9 

9.0 

8.5 

6.0 

2.1 

0.7 

0.2 

39.5 

15.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

家族とうまくいかない、

家族に関する問題を抱えている

健康面の不安が大きい（メンタルヘルス含む）

職場や学校等で人間関係がうまく築けない、

いじめやハラスメントを受けている

仕事が見つからない、仕事が不安定

孤独・孤立を感じる

配偶者・パートナーから暴力（DV）や、

恋人からの暴力（デート DV）がある

経済的に困窮している

（光熱水費・食糧費・医療費等を支払えない等）

配偶者・パートナー以外の家族から暴力がある

性的な被害や問題を抱えている

（性暴力や性的虐待、望まない妊娠など）

住まいが定まらない、家に居場所がない

どれにもあてはまらない

無回答 n=433
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【女性が抱える困難を解決するためにどのような環境や支援があるとよいと思いますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性が抱える困難の解決に向けて必要とされる支援として、最も多かったのは「利用でき

る支援制度の情報提供」で 55.0%にのぼり、制度の存在や内容を知ることが支援の第一歩

であることが示されました。 

次いで、「自分の困りごとをなんでも相談でき、支援につながることができる窓口（相談窓

口等に一緒に行ってくれる等）」（47.1%）や、「生活のための経済的援助」「カウンセリング

等の心理学的支援」（ともに 23.6%）が挙げられており、相談体制の充実と経済・心理面で

の支援が求められています。 

また、「気軽に話を聞いてもらえるＳＮＳなどの相談窓口」（22.2%）や、「同じような悩み

をもつ人と出会える場所」（20.1%）など、孤立を防ぎ、共感やつながりを得られる環境の必

要性も示されています。 

これらの結果から、情報提供・相談体制・経済的支援・心理的支援の４つの柱を中心に、女性

が安心して支援につながることができる環境づくりが重要であることが明らかとなりました。 

 

  

 

 

55.0 

47.1 

23.6 

23.6 

22.2 

20.1 

14.1 

12.5 

7.9 

2.1 

1.2 

9.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

利用できる支援制度の情報提供

自分の困りごとをなんでも相談でき、支援につながる

ことができる窓口（相談窓口等に一緒に行ってくれる等）

生活のための経済的援助

カウンセリング等の心理学的支援

気軽に話を聞いてもらえるSNSなどの相談窓口

同じような悩みをもつ人と出会える場所

就労の支援（資格取得等の働くための

支援や就職先を探すサポート）

自分の困りごとに気づいて

声をかけてくれる人や支援機関

相談・支援を受けている間の寄り添いや見守り

とくに必要なことはない

その他

無回答
n=433

※複数回答可 



 

 

 

 

 

第１節 将来像 

第２節 基本理念 

第３節 施策体系 

 

第３章 プランが目指すもの 
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第３章 プランが目指すもの 

第１節 将来像 

 

 

 

 

 

第２節 基本理念 

将来像の実現に向けて、「野木町男女共同参画推進条例」に基づき、以下の５つの基本理

念を設定します。 

 

基本理念１ 男女の人権の尊重 

男女の個人としての人権を尊重し、性別による差別的扱いを受けることなく、個性と 

能力を発揮する機会を確保します。 
 

基本理念２ 固定的な役割負担意識の解消  

性別による固定的な役割負担意識に基づく制度及び慣行にとらわれることなく、自ら 

の意思で自由な選択ができるよう意識の改革を進めます。 

 

基本理念３ 政策等の立案及び決定への共同参画 

男女が社会の対等なパートナーとして、社会のあらゆる分野における政策、方針の立 

案及び決定に参画する機会を確保します。 

 

基本理念４ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

男女が相互に協力し、家庭、学校、職場、地域等において、こどもの養育、家族の介護 

その他家庭生活におけるワーク・ライフ・バランスを推進します。 

 

基本理念５ 国際的協調 

男女共同参画の推進は、国際社会における取り組みと密接な関係を有していること 

を考慮し、他国の人々や国際機関とともに相互協力して取り組みます。 

  

男 女 と も い き い き 活 躍 で き る ま ち 
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第３節 施策体系 

 

 

  

  

 

２ 地域活動における 

男女共同参画の周知 

３ 学校教育における 

男女共同参画の啓発 

４ 社会全体における男女共同参画に 

関する意識づくりと周知活動 

 
１ 家庭で協力しながら子育てや 

介護ができる仕組みづくり 

２ 企業や団体における男女共同参画

の環境づくり 

 

５ 様々な困難を抱える人々への支援 

 

２ 女性の職業生活をサポートする 

環境づくり 

 
３ 政策・方針決定過程における 

男女共同参画の推進 

 

１ 町民への啓発・広報の充実 

２ ＤＶ等防止に関する活動の推進 

３ ＤＶ等被害者への支援や 

相談体制等に関する環境整備 

４ 困難な問題を抱えた女性等への支援 

Ⅰ．男女共同参画の意識づくり 

Ⅱ．男女共同参画の環境づくり 

Ⅲ．困難な状況にある人々へ

の包括的支援と、暴力・虐待 

の根絶の推進 

Ⅳ．ワーク・ライフ・バランス

の推進 

Ⅴ．女性活躍の推進 

１ 家庭生活と職業生活を 

両立させる取り組みの推進 

２ 男性に対する男女共同参画の推進 

３ 人生１００年時代における健康や 

生きがいづくりの推進 

男
女
と
も
い
き
い
き
活
躍
で
き
る
ま
ち 

３ 地域における男女共同参画の 

環境づくり 

 

１ 女性活躍を推進するための 

体制づくり 

１ 男女共同参画の意識を 

高めるための取り組み 

《将来像》 《基本目標》 《施策の方向》 



 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の意識づくり 

基本目標Ⅱ 男女共同参画の環境づくり 

基本目標Ⅲ 困難な状況にある人々への包括的 

支援と、暴力・虐待の根絶の推進 

基本目標Ⅳ ワーク・ライフ・バランスの推進 

基本目標Ⅴ 女性活躍の推進 

  

第４章 施策の展開 
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第４章 施策の展開 

 

基本目標Ⅰ  

男女共同参画の意識づくり 

男女共同参画社会の実現に向けては、すべての人が性別にとらわれることなく、互
いを尊重し合いながら、自らの意思で社会のあらゆる分野に参画できる意識を育む
ことが重要です。 
本町では、町民一人ひとりが男女平等や人権尊重の意識を深め、性別による固定

的な役割分担や偏見をなくすための啓発活動や学習機会の充実を図ります。 
令和６(2024)年度に実施したアンケート調査では、「男性は仕事、女性は家庭」と

いった固定的な性別役割分担に否定的な意見が以前より増加しており、男性の育児
休業取得に賛成する声や、妊娠・出産後も女性が働き続けることへの支持も高まって
います。これらの結果から、町民の間でも男女の役割に対する意識に徐々に変化が見
られるようになってきています。 
そのうえで、地域活動や学校教育、社会制度の見直しなど、生活のあらゆる場面に

おいて男女共同参画の視点を浸透させることで、世代や立場を超えて意識の醸成を
進めます。さらに、性的マイノリティへの理解促進や国際的な視野の育成にも力を入
れ、多様性を尊重し合える地域社会の形成を目指します。 
 

施策の方向１ 男女共同参画の意識を高めるための取り組み 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

男女共同参画、人権

尊重の啓発の推進及

び人権に関する学習

機会の充実 

男女共同参画社会の

実現を目指し、男女平

等や人権尊重の意識

を広げていきます。 

また、男女が自らの意

思で社会のあらゆる

分野で参画する力を

つけるため、人権に関

する学習機会の提供

を推進します。 

・男女共同参画週間啓

発活動 

・男女共同参画標語、

ポスター募集 

・人権週間啓発活動 

・人権擁護委員の活動

支援 

・人権に関する啓発活動 

・人権の花運動の実施 

・人権講話の実施 

・人権講演会の開催 

生活環境課 

・学校への人権作文、

ポスター等の募集 
こども教育課 

・人権カレンダーの作成、

配布 

・人権関連の講座の

開催 

生涯学習課 

２ 
男女共同参画に関す

る講座等の開催 

男女共同参画に関する

講座等を開催し、男女

共同参画意識の啓発に

努めます。 

・男女共同参画講演

会、映画会、セミナー

等の開催 

・人権講話の実施 

・人権講演会の開催 

生活環境課 

・男女共同参画を意識 

した内容の講座の開催 
生涯学習課 
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施策の方向２ 地域活動における男女共同参画の周知 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 
地域団体に対する啓

発と情報提供の推進 

地域における団体に

男女共同参画につい

てのチラシ等を配布

し、啓発や情報提供の

推進を図ります。 

・地域団体と連携を図

った啓発や情報提供 

関係各課 

２ 
男女共同参画団体等

の自主活動への支援 

男女共同参画を目指

す団体等の自主活動

を促進し、団体への支

援を行います。 

・野木町女性団体連絡

協議会への活動支援 
生涯学習課 

・女性を中心とした各

種団体への活動支援 
関係各課 

３ 
地域活動等における

女性登用の促進 

自治会・分館等の地域

活動における女性の参

画推進に努めます。 

・自治会への啓発 

・分館役員への啓発 生活環境課 
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施策の方向３ 学校教育における男女共同参画の啓発 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 
学校教育における意

識醸成の促進 

次代を担うこどもたち

が自立の意識を育み

男女が協力し、相互理

解の意識が培われる

よう教育を進めます。 

・各教科等の授業等を

通じて実施 

こども教育課 

２ 
保護者への意識啓発

の推進 

こどもの成長に応じ

て親が学びあう学習

機会の充実を図ると

ともに、保護者の活動

を支援します。 

・家庭向け人権啓発紙

の発行・親子学びの

教室・情報モラル教室

等、学校ごとに実施 

こども教育課 

３ 

社会教育関係者の男

女共同参画に関する

正確な理解の促進 

社会教育に携わる関

係者等に対して、男女

共同参画の視点を持

って指導ができるよ

うに意識の啓発に努

めます。 

・生涯学習指導者への

啓発 

生活環境課 

４ 

男女共同参画の視点

に立った教育活動の

推進 

男女共同参画の視点に

立った教育活動を推進

します。 

・各教科等の授業等を

通じて実施 こども教育課 

５ 

男女共同参画の視点

からの国際理解教育

の実施 

諸外国の男女共同参

画・女性活躍の現状等

を学ぶとともに、異文

化や事情等を学ぶこ

とで、国際的な視野を

広げます。 

・外国語指導助手等と

の国際理解及び交流

活動の推進  

・各教科等の授業等を

通じて実施 

こども教育課 

６ 

男女共同参画の視点

からの国際交流の推

進 

男女共同参画の視点

から国際交流団体等

への活動を支援し、世

界の多様な文化との

交流・共生を図りま

す。 

・国際交流協会への活

動支援  

・国際交流協会による

町内の海外の人々と

の交流及び国際理解

の推進 

生涯学習課 

７ 

８ 

性に関わる正しい情

報提供と啓発の促進

による青少年の健全

な育成 

発達段階に応じ性に

関する正しい理解を

深めるため、情報提供

に努めます。  

また、生命や性の尊厳

に関する理解を深め

るため、幼少期から啓

発を行い、理解の促

進に努めます。 

・児童相談所、警察等と

の連携及び連絡調整 
生活環境課 

・各教科等の授業等を

通じて実施 

こども教育課 

  



 

42 

施策の方向４ 社会全体における男女共同参画に関する意識づくりと周知活動 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

男女共同参画社会基

本法の理念実現のた

めの啓発の実施 

すべての男女が均等

に政治的、経済的、社

会的及び文化的利益

を享受することがで

き、かつ、ともに責任

を担うべき社会を形

成することを目指し、

法律に関する情報提

供に努めます。 

・セミナー等の実施に

よる啓発 

生活環境課 

２ 

ＮＰＯ・ボランティア活

動への男女共同参画

の促進 

ＮＰＯ・ボランティア活

動における男女共同

参画を促進するため、

情報の収集・提供及び

活動支援を行います。 

・社会福祉協議会との

連携 

・ボランティア情報誌

の発行 

・ボランティア活動支援 

・各種講座・研修会の

開催 

生活環境課 

３ 

４ 

男女共同参画に関す

る図書や資料の収集・

提供 

公共施設において、男

女共同参画に関する図

書、教材等を整備し、

情報提供を行います。 

・男女共同参画促進の

ためのパンフレット

等配布資料の充実 

生活環境課 

・図書館資料の充実 生涯学習課 

４ 

男女共同参画の視点

に立った社会制度や

慣行の見直しのため

の啓発強化 

職場・家庭・地域等

様々な場における社

会制度や慣行につい

て、社会的性別による

偏りにつながるおそ

れがあるものについ

ての啓発の強化を行

います。 

・広報やホームペー

ジ、ＳＮＳ等を活用し

た情報の発信 

生活環境課 

・地域団体、企業等と連

携を図った情報収集 
関係各課 
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番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

５ 

男女共同参画の視点

に配慮した表現の推

進 

性別による固定的役

割分担意識や固定概

念にとらわれること

がないように、刊行物

等において男女共同

参画の視点に配慮し

た文章やイラスト等と

なるよう周知・啓発を

図ります。 

・表現事例を示したガ

イドラインを活用し

た啓発活動 

生活環境課 

６ 
性的マイノリティへの

理解の促進 

講演会やリーフレット

の配布などを通して

性的マイノリティに関

する正しい理解の普

及促進と人権啓発を

行うとともに、「パート

ナーシップ宣誓制度」

の周知を図ります。 

・多様な性への理解促

進に向けた啓発活動 

・広報やホームペー

ジ、ＳＮＳ等による制

度の周知 

生活環境課 
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基本目標Ⅱ  

男女共同参画の環境づくり 

核家族化や共働き世帯の増加に加え、子育てや介護をめぐるニーズが一層多様

化・複雑化する中で、家庭・職場・地域が連携し、男女が協力して生活を支え合える環

境づくりが求められています。 

令和６(2024)年度のアンケート調査では、「育児や介護は男女が共に担うべき」

とする回答が約７割を占め、性別にとらわれない役割分担への理解が進んでいます。

また、中学生の調査でも、育児休業の取得について９割以上が「男性も取るべき」と

回答しており、次世代における意識の変化も見られます。 

一方で、支援体制のさらなる充実を望む声も多く寄せられており、災害時や地域

の見守り活動においても、性別や世代を問わず多様な視点を取り入れた対応が重要

となっています。 

本町では、妊娠期から子育て期、介護や福祉に至るまで切れ目のない支援体制を

整備するとともに、企業・地域・行政が連携し、誰もが安心して暮らせる男女共同参

画の環境づくりを推進します。 

 

施策の方向１ 家庭で協力しながら子育てや介護ができる仕組みづくり 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

多様なライフスタイル

に対応した保育サー

ビスの充実 

仕事と子育て等の両

立支援や様々なライ

フスタイルの子育て世

帯を支援するため、保

育サービスの充実を

図ります。 

・一時預かり、延長・休

日・病児・病後児保

育・乳児等通園支援

事業等の実施 
こども教育課 

２ 

３ 

４ 

妊娠・出産・子育てサ

ポートの充実 

妊娠期から子育て家

庭の不安解消のため、

男女共同参画の視点

に配慮した親子の交

流や相談の場づくり、

安心してこどもを生み

育てられるよう母子

保健から児童福祉ま

での包括的な支援の

充実を図ります。 

・総合相談窓口（ひま

わり館）の充実 

・妊娠期・出産期相談 

・育児相談  

・祖父母手帳の周知 

健康福祉課 

（ひまわり館） 

・教育相談の実施 

・妊産婦・こどもに関

する総合相談窓口 

（こども家庭センタ

ー）の実施 

・計画的な支援の実施 

こども教育課 

（こども家庭センター） 

健康福祉課 
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番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

３ 
介護等の地域相互扶

助活動の充実 

高齢者に介護予防マ

ネジメント、総合相談

支援、権利擁護事業、

包括的・継続的マネジ

メントを行います。  

また、高齢者の多様な

ニーズに対応し、保

健・福祉・医療に係る

各種サービスを総合

的に調整・推進しま

す。 

・地域支援事業、包括

的支援事業、任意事

業（高齢者福祉計画・

介護保険事業計画）

の実施 
健康福祉課 

社会福祉協議会 

４ 

男性が参加しやすい

育児教室・介護教室等

の実施 

男女が協力して家事・

育児・介護等に参加す

るため、男女共同参画

の視点に立った男性

のための育児教室・介

護教室等を実施しま

す。 

・プレママ・プレパパク

ラスの実施 

・家族介護教室の実施 

・認知症カフェ（おれ

んじカフェ）の開催 

・認知症サポーター養

成講座の開催 

健康福祉課 

５ 
子育て支援情報の充

実 

子育て世帯が必要な

支援を受けられるよ

う、子育て支援に関す

る情報の発信に努め、

子育てしやすい環境

の整備を推進します。 

・子育てガイドブック

の作成・配布  

・広報やホームペー

ジ、ＳＮＳ等を使った

情報発信 

・関係機関を通じた子

育て支援情報の提供 

こども教育課 

住民課 

健康福祉課 

６ 
介護サービス事業の

推進 

要介護者の増加や介

護期間が長期化する

傾向にあり、介護する

家族の負担を軽減す

るため介護サービス

の充実に努めます。 

・予防給付サービス、

介護給付サービス、

居宅介護支援事業、

予防訪問介護事業の

実施 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

７ 
在宅福祉サービスの

推進 

障がい者や高齢者が

地域で自立した生活

が送れるよう、福祉サ

ービスの充実を図り、

介護する家族の負担

の軽減に努めます。 

・介護予防事業、配食

サービス、外出支援

サービス事業、生活

支援事業（訪問介護）

の実施 

・自立支援給付事業、

地域生活支援事業、

訪問系サービス事

業、日中活動系サー

ビス事業の実施 

健康福祉課 

社会福祉協議会 
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施策の方向２ 企業や団体における男女共同参画の環境づくり 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

男女雇用機会均等法

等の法律、制度の周

知 

男女雇用機会均等法

に関する情報提供を

行うとともに、育児及

び介護休業法等に関

する周知に努めます。 

・母子健康手帳の配布

による普及、啓発 

健康福祉課 

２ 
各種ハラスメントの防

止のための啓発 

職場、事業所等にお

いて、各種ハラスメン

ト（セクハラ、パワハ

ラ、モラハラ、マタハ

ラ、パタハラ等）防止

の周知を行い、職場

の環境整備の推進を

図ります。 

・各種ハラスメントの防

止に向けた啓発活動 

生活環境課 

３ 
企業等における女性

の登用の促進 

女性が将来のキャリア

プランを描きつつ就

業を継続し、キャリア

アップしていけるよう

にするため、様々な場

面を通じてロールモ

デルの情報を発信し

ます。 

・企業等への啓発活動 

生活環境課 

４ 

子育てや介護を理由

に離職した人の再就

職の支援 

出産・育児等を理由に

離職する女性が多いこ

とを踏まえ、企業に対

し、個人のライフステー

ジに応じた公的職業訓

練やスキルアップのた

めの訓練を実施するよ

う啓発します。 

・ハローワーク等の関

係機関と連携し、講

座等の実施 

産業振興課 
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施策の方向３ 地域における男女共同参画の環境づくり 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

２ 

男女共同参画社会を

築くためのコミュニテ

ィ活動等の支援 

男女共同参画社会を

築くための、地域にお

ける町分館等の活動

を支援します。 

・民生委員・児童委員

への活動支援 
健康福祉課 

・分館への活動支援 生涯学習課 

２ 

男女共同参画推進の

リーダーとなる人材

の養成 

男女共同参画を推進

するリーダーとなる人

材の養成に向けて、情

報提供等の啓発活動

を行います。 

・男女共同参画推進委

員の募集 

・男女共同参画推進委

員への情報提供 

生活環境課 

３ 

男女がともに協力し

地域で介護を支える

体制づくり 

要望に応じて制度説明

等を行うとともに、社

会福祉法人等が介護者

を対象に介護方法、介

護者の健康づくり等の

講話や介護相談等を実

施します。 

・地域包括支援センタ

ーによる介護予防事

業、総合相談事業の

実施 

・地域支援事業、包括

的支援事業、任意事

業の実施 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

４ 

障がい者や高齢者へ

の相談事業と情報提

供の推進 

障がい者や高齢者の

生活に関連する相談

窓口を充実させ、多様

なサービスの情報の

発信、周知、普及に努

めます。 

・相談サービスの充実 

・民生委員・児童委員

との連携 

・障がい者相談支援事

業の実施 

・ふれあい福祉総合相

談（心配ごと相談）の

実施 

・法律、介護、権利擁

護、生活資金、ボラン

ティアに関する相談

事業の充実 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

５ 

高齢者、障がい者の

自立した社会参加活

動の推進 

社会参加の活動が容

易に確保できるよう

関連情報の提供を行

います。 

・高齢者の積極的社会

参加の推進 

・民生委員・児童委員

との連携 

・高齢者、障がい者団

体支援事業の実施 

・ふれあいサロン事業

の実施 

健康福祉課 

社会福祉協議会 
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番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

6 

男女共同参画社会を

目指した生涯学習の

推進 

男女共同参画社会を

目指し、知識と実践に

ついて学べる男女共

同参画をテーマとし

た学習機会の充実に

努めます。 

・パルティ（とちぎ男

女共同参画センタ

ー）主催講座の情報

提供 

関係各課 

7 

９ 

男女共同参画の視点

による防災対策の推

進 

防災分野への女性の

参画を図るとともに、

避難所運営等の地域

防災活動において、女

性の視点が反映され

るよう努めます。ま

た、多様なニーズに配

慮した取り組みに努

めます。 

・女性の視点での情報

提供や啓発活動 
生活環境課 

・自主防災組織への女

性の参画支援 

・災害対策、避難所運

営、相談支援等におけ

る女性の視点の確保 

・「男女共同参画の視点

からの防災・復興ガイ

ドライン」の活用 

・防災会議の女性委員

の割合を増大する取

り組みの促進 

総務課 

8 
地域の見守り、通報体

制の強化 

支援を必要とする高齢

者や障がい者、児童、Ｄ

Ｖ被害者等を早期に発

見・対応し、的確な支援

を地域全体で行ってい

くような体制の整備に

努めます。 

・関係各課の連携強化

及び情報の共有化 

・虐待防止等対策庁内

連絡会議の開催 

・支援措置の実施 

・安全・安心見守りネッ

トワーク事業の実施 

生活環境課 

こども教育課 

健康福祉課 

住民課 

 

  



 

49 

基本目標Ⅲ  

困難な状況にある人々への包括的 

支援と、暴力・虐待の根絶の推進 

暴力や虐待の無い社会の実現は、全ての人が安心して暮らせる地域づくりの基盤

となります。被害は身体的・精神的な苦痛をもたらすだけでなく、夫婦間で起きた場
合には、同居するこどもにも深刻な影響を及ぼします。 

令和６（2024）年度のアンケート調査では、１割強が何らかのＤＶを経験している

と回答しており、依然として深刻な課題であることがうかがえます。また、中学生の

調査では、インターネット上での人権侵害に関する意識も確認されており、インター

ネットを介した性暴力や人身取引など、新たなリスクへの対応も求められています。 

本町では、本プランに野木町ＤＶ防止基本計画、野木町困難な問題を抱える女性

への支援に関する基本計画を包含し、あらゆる暴力や虐待の根絶に向けて、啓発活

動の充実、相談体制の強化、関係機関との連携による早期対応、そして被害者の自

立支援に取り組みます。また、災害時や困難な問題を抱える女性への支援にも力を

入れ、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。 

 

施策の方向１ 町民への啓発・広報の充実 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

女性等に対するあら

ゆる暴力の根絶に向

けた意識啓発の推進 

あらゆる暴力を防止

するための取り組み

や法律についての周

知に努めます。 

・あらゆる暴力の防止

にむけた啓発活動 
生活環境課 

２ 
講演会等による意識

啓発 

講演会やセミナー等

を開催し、ＤＶ等の暴

力防止の意識啓発に

努めます。 

・ＤＶ等防止に関する

講演会やセミナー等

の開催 

・啓発活動 

生活環境課 

３ 

４ 

地域や学校教育にお

ける暴力防止意識啓

発の促進 

地域で開催する町主

催のイベントや学校教

育の場における啓発

活動を推進します。 

・町主催のイベントに

おける啓発資料等の

配布 

生活環境課 

・各教科等の授業等を

通じて実施 
こども教育課 

４ 

６ 

災害時等の女性等に

対するあらゆる暴力

防止対策の推進 

災害や感染症流行な

どの非常時における、

女性やこども等に対

する暴力の防止につ

いて周知に努めます。 

・ＤＶ等の防止に向け

た啓発活動 
生活環境課 

・避難所における女性

専用相談窓口の開

設・運営 

総務課 

生活環境課 

５ 
ＳＮＳを通した性暴力・

性被害の未然防止 

ＳＮＳを通した性被害

や性暴力に遭わない

ために、各種イベント

や各学校に啓発を行

います。 

・町主催のイベントに

おける啓発資料等の

配布 

・各小中学校に啓発資

料等を配布 

生活環境課 
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施策の方向２ ＤＶ等防止に関する活動の推進 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

ＤＶ等に関する啓発活

動及びＤＶ防止法の

周知徹底 

ＤＶ等に関する情報や

ＤＶ等を防止するため

の法律についての周

知に努めます。 

・ＤＶ等の防止に向け

た啓発活動 

・ＤＶ等の概要や相談

窓口等の周知 

生活環境課 

２ 

３ 

ＤＶ等及び児童虐待

にあったときの相談

窓口の周知徹底 

ＤＶ等被害や児童虐待

が発生した場合に、被

害者に対して適切な助

言等を行う相談窓口

の周知を図るととも

に、相談業務を行って

いる関係機関（児童相

談所、医療機関、保育

所、幼稚園、健康福祉

センター、学校、警察、

パルティ（女性相談支

援センター、配偶者暴

力相談支援センター）、

労働局など）への情報

提供に努めます。 

・人権相談の実施 

・関係機関及び団体等

との連携による相談活

動、情報交換の推進 

・広報及びポスター掲

示による相談窓口の

周知 

生活環境課 

関係各課 

・妊産婦・こどもに関

する総合相談窓口

（こども家庭センタ

ー）の周知 

 

こども教育課 

（こども家庭センター） 

健康福祉課 

３ 

６ 

ＤＶ等及び児童虐待

の早期発見・早期対応 

関係機関（児童相談

所、医療機関、保育所、

幼稚園、健康福祉セン

ター、学校、警察、パル

ティ（女性相談支援セ

ンター、配偶者暴力相

談支援センター）、労働

局など）や庁内関係各

課との連絡を密にし、

虐待の予防、早期発

見・早期対応を図ると

ともに、適切な相談窓

口を設置します。 

・人権相談の実施 生活環境課 

・総合相談窓口（ひま

わり館）の充実 

・乳幼児健康診査、保

健師等による家庭訪

問、育児相談の実施 

・母子保健推進委員へ

の活動支援 

健康福祉課 

（ひまわり館） 

・妊産婦・こどもに関す

る総合相談窓口（こど

も家庭センター）の周

知 

・要保護児童対策地域

協議会や関係機関と

の連携 

こども教育課 

（こども家庭センター） 

健康福祉課 

４ 
ＤＶ等対応の体制整

備 

ＤＶ等による被害が発

生した場合に、関係す

るすべての職員が迅

速な対応を行える体制

の整備を図ります。 

・ＤＶ等対応マニュア

ルの共有 
住民課 

生活環境課 

健康福祉課 

こども教育課 

  

野木町ＤＶ防止基本計画 
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施策の方向３ ＤＶ等被害者への支援や相談体制等に関する環境整備 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

ＤＶ等被害者支援に

係る庁内及び関係機

関との連携の強化 

ＤＶ等被害者に対し、

庁内関係各課が一丸

となって対応できる

よう体制の整備を図

ります。 

・関係各課の連携強化

及び情報の共有化 
住民課 

生活環境課 

健康福祉課 

こども教育課 

２ 

ＤＶ等の被害者に対す

るカウンセリングや法

律相談窓口の周知の

徹底 

ＤＶ等被害者に対し、

医療機関への受診勧

奨や法律相談窓口等

に関する周知を行い

ます。 

・医療機関や各法律相

談窓口等との連携強

化 

住民課 

生活環境課 

健康福祉課 

こども教育課 

３ 
ＤＶ相談支援員の設

置の検討 

ＤＶ等被害者に対し、

専門的な見地から適

切な相談支援を行う

ことができる相談支

援員の設置を検討し

ます。 

・先進自治体等の情報

収集 

生活環境課 

４ 
ＤＶ被害等にあった外

国人への対応 

日本語が苦手もしくは

まったく話せない外国

人の方がＤＶ等被害に

あった場合に、円滑な

意思疎通が図れるよう

関係機関と連携して対

応します。 

・国際交流協会等の関

係機関との連携強化 

生涯学習課 

５ 
ＤＶ等被害者の自立

支援 

被害者が安心して生

活再建するための制

度を整備し、心身のケ

ア等を含めた支援を

行います。 

・関係機関と連携した

支援 生活環境課 

健康福祉課 

（ひまわり館） 

 

  

野木町ＤＶ防止基本計画 
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施策の方向４ 困難な問題を抱えた女性等への支援 

 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

２ 

困難な問題を抱える

女性の早期発見・早期

対応 

生活困窮、性暴力・性

犯罪被害、ＤＶ・児童虐

待等、様々な背景や困

難な問題を抱える女性

が安心した生活ができ

るよう、関連機関等と

の連携を強化し、問題

の早期発見・早期対応

に努めます。 

・総合相談窓口（ひま

わり館）の充実 

健康福祉課 

(ひまわり館) 

・妊産婦・こどもに関

する総合相談窓口

（こども家庭センタ

ー）の実施 

こども教育課 

(こども家庭センター) 

健康福祉課 

２ 

４ 

困難な問題を抱える

女性への支援体制の

構築 

相談者が必要な支援

を選択できるように、

児童福祉、障がい者

福祉、生活困窮者支

援等の実施機関と連

携して適切な支援を

継続できる体制を整

備します。 

・民生委員・児童委員

との連携 

・関係機関と連携した

支援 

・総合相談窓口（ひま

わり館）の充実 

健康福祉課 

（ひまわり館） 

 

野木町困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画 

野木町の相談体制 

総合サポートセンター「ひまわり館」、こども家庭センター（こども教育課・健康福祉課）、

人権・協働推進係（生活環境課）が連携し、様々な相談に対応します。 

  

相互連携 

 

総合サポートセンター 

「ひまわり館」 

（健康福祉課） 

人権・協働推進係 

（生活環境課） 

こども家庭センター 

（こども教育課・健康福祉課） 
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施策の方向５ 様々な困難を抱える人々への支援 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 
ひとり親家庭等への

支援 

子育てしやすいまち

づくり推進のため、相

談しやすい体制づくり

と各種支援策を講じ

ることができるよう

連携を図ります。 

・総合相談窓口（ひま

わり館）の充実 健康福祉課 

（ひまわり館） 

・ひとり親家庭医療費

の助成 

・各種手当の相談 

住民課 

２ 
様々な困難を抱える

若年層への支援 

社会生活を営む上で

困難を有するこども・

若者が安心して暮ら

し続けられるようにす

るため、支援機関と連

携しながら、個人の状

態に合わせた支援を

行います。 

・総合相談窓口（ひま

わり館）の充実 

健康福祉課 

（ひまわり館） 

３ 
ひとり暮らしの高齢

者に対する支援 

ひとり暮らし高齢者

及び高齢者のみ世帯

の高齢者が、日常生

活の悩みごとや困り

ごとを抱え込み、地域

で孤立することのな

いよう、一人ひとりの

状況に応じた支援に

つなげます。 

・総合相談窓口（ひま

わり館）の充実 

・安全・安心見守りネッ

トワーク事業の実施 
健康福祉課 

（ひまわり館） 
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基本目標Ⅳ  

ワーク・ライフ・バランスの推進 

働き方や暮らし方の多様化が進む現代において、誰もが自分らしいライフスタイル

を選択し、仕事と家庭、地域生活のバランスを保ちながら生きていくことが求められて
います。共働き世帯の増加や価値観の変化により、従来の性別による役割分担の見直

しが進む一方で、長時間労働や制度利用のしにくさなど、望む生き方の実現を妨げる
要因も依然として存在しています。 

令和６（2024）年度のアンケート調査では、家事・育児・介護の負担が女性に偏って
いる現状が明らかとなり、両立支援制度に関する情報のニーズも高まっています。ま

た、中学生の調査では、「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度が低く、中学生
層への啓発の必要性も示されています。こうした結果は、性別にかかわらず誰もが安

心して働き、暮らすことのできる環境づくりの重要性を改めて浮き彫りにしています。 
本町では、長時間労働の是正や柔軟な働き方の推進、有給休暇取得の促進、育児・

介護支援制度の普及啓発、男性の家庭参加の促進などを通じて、性別にかかわらず
個性と能力を発揮できる環境づくりを進めます。また、放課後児童クラブや地域子育

て支援拠点の充実、介護者支援策の強化など、家庭生活を支える仕組みの整備にも
力を入れています。加えて、健康診査や食育、生涯スポーツ、文化活動の推進など、人

生１００年時代を見据えた健康づくりや生きがいづくりの支援にも取り組み、誰もが
生涯にわたって安心して暮らせる持続可能な地域社会の実現を目指します。 

 

施策の方向１ 家庭生活と職業生活を両立させる取り組みの推進 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

 

１ 

２ 

仕事と生活の調和 

仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）

を目指すため、企業へ

の啓発や働き方と家

庭について、広く意識

の啓発を図ります。 

・ワーク・ライフ・バラ

ンスに関する講演会

やセミナー等の実施 

生活環境課 

・企業等への啓発活動 
生活環境課 

産業振興課 

２ 
長時間労働の是正に

関する啓発の推進 

各企業や農業従事者・

自営業等に対し、長時

間労働の削減に向け

た意識改革への啓発

に努めます。 

・企業等への啓発活動 

生活環境課 

産業振興課 

農業委員会 

３ 

５ 

フレックス勤務、テレ

ワーク制度等の普及

啓発の推進 

あらゆる労働者が、自

分の意志やライフスタ

イルに応じた多様かつ

柔軟な働き方を選択

できるよう、事業所等

に情報提供を行うと

同時に、制度整備の普

及啓発に努めます。 

・企業等への啓発活動 
生活環境課 

産業振興課 

・町職員の多様な働き

方を可能にするため

各制度導入の検討 
総務課 
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番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

４ 

企業に対する有給休

暇取得の促進に関す

る啓発の推進 

各企業に対し、社員の

有給休暇取得を推進す

るよう働きかけます。 

・企業等への啓発活動 
生活環境課 

産業振興課 

 

５ 

８ 

仕事と子育てや介護

の両立のための制度

の利用促進 

育児休業や介護休業

のほか、時短勤務や

時間単位による休暇

の取得等、両立支援

制度の利用促進を図

ります。 

・企業等への啓発活動 
生活環境課 

産業振興課 

・町職員により率先的

な取り組み 総務課 

 

 

６ 

1

0 

男女による固定的役

割分担意識の解消の

推進 

「男は仕事、女は家庭」

というような固定化さ

れた役割分担意識を

解消し、男女ともに多

様な生き方を選択で

きるよう啓発します。 

・広報やホームペー

ジ、ＳＮＳ等を活用し

た情報の発信 

・各公共施設等への啓

発資料の掲示及び配

布 

生活環境課 

・各教科等の授業等を

通じて実施 
こども教育課 

７ 
放課後児童クラブ（学

童保育）の充実 

放課後に安心してこ

どもを預けられる体

制づくりを進めます。 

・保育ニーズの把握 

・延長保育の実施 

・学校休業日における

早朝保育の実施 

こども教育課 

（こども家庭センター） 

８ 
地域子育て支援拠点

の利用促進 

地域の子育て支援の拠

点とし、子育てに関す

る相談、助言、指導、親

子の交流、情報発信及

び交換、関係機関との

連絡調整等の機能を充

実させます。 

・育児相談の実施 

健康福祉課 

・季節に応じた親子ふ

れあい事業の実施 こども教育課 

９ 介護者支援策の充実 

介護者の負担を軽減

し介護者の離職防止

のための支援に努め

ます。 

・介護サービスに関す

る事業やサービスの

周知 
健康福祉課 

  



 

56 

施策の方向２ 男性に対する男女共同参画の推進 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 
男性の家庭参加の推

進 

男性の家庭参加を促

すため、男性の家事・

子育て・介護に関する

啓発を行う。 

・男性の家庭参加を促

すための啓発の実施 
生活環境課 

・父子手帳の周知によ

る普及、啓発 
健康福祉課 

・介護に関する事業や

サービスの周知 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

２ 

男性の育児休業・介護

休業取得の推進の強

化 

仕事と子育てや介護

の両立のための、制度

の周知と活用の促進

に努めます。 

また、男性が利用しや

すい制度となるよう企

業等へ働きかけます。 

・各種制度の普及啓発 

・企業への啓発活動 生活環境課 

産業振興課 

・父子手帳の周知 

健康福祉課 

３ 

家事・育児等を積極的

に行う男性ロールモ

デルの提示 

家事・育児等にどうや

って関わっていくか具

体的なイメージが出来

ていない男性のため

に、ロールモデルの提

示や好事例の紹介を

実施します。 

・町男性職員による率

先垂範の促進 

総務課 
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施策の方向３ 人生１００年時代における健康や生きがいづくりの推進 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 
性差や年代に応じた

健康支援の推進 

男女ともに健康的な生

活を生涯にわたり送る

ため、各種検診や特定

健康診査実施や特定

保健指導の受診率向

上に努めます。 

・基本健診、特定健診、

後期高齢者健診、が

ん検診（胃がん、肺が

ん、大腸がん、前立腺

がん、乳がん、子宮が

ん）、肝炎ウイルス検

診、骨粗しょう症予防

検診、特定保健指導

の実施 

健康福祉課 

・人間ドックの受診勧

奨 
住民課 

２ 食育の推進 

健康で豊かな人間性

を育むための健全な

食生活を目指した食育

推進に努めます。 

・離乳食教室、食育教

室、からだスッキリ

教室食事編、ふれあ

いサロン栄養教室の

開催 

・地区ボランティア食

生活改善推進員の養

成及び育成 

健康福祉課 

・地産池消の推進 

・地元農産物を活用し

た郷土料理の伝承 

産業振興課 

３ 
健康教育、健康相談

体制の推進 

生活習慣病等による

体の悩み等について、

気軽に利用できる健

康教室や健康相談体

制の構築に努めます。 

・からだスッキリ教室  

運動編の開催 

・各種健康教育の実施 

・各地区健康相談の 

実施 

・病態別健康相談の 

実施 

・歯周疾患検診の実施 

健康福祉課 

住民課 
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番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

 

４ 

７ 

生涯スポーツの推進 

健康維持と体力増進・

文化活動の推進並び

に情報の提供に努め

ます。  

また、指導者・講師の

登録、育成等の体制

づくりを推進します。 

・生きがい講座、体操

教室の開催 
社会福祉協議会 

・スポーツ教室の開催 

・レクリエーション教室

の開催 

・スポーツ活動支援 

・スポーツ団体を対象

として体育館及びグ

ラウンドを開放 

生涯学習課 

５ 
健康づくりのための

公園整備 

身近な公園でも生涯

を通した健康づくりが

できるように、ユニバ

ーサルデザインに基

づいた公園の整備を

推進します。 

・公園施設の整備と適

切な維持管理 

都市整備課 

６ 教養・文化活動の推進 

生涯を通じた学びや

生きがい、仲間づくり

を推進します。 

・生きがい講座の開催 社会福祉協議会 

・生涯学習ガイドブッ

クの作成・配布 

・生涯学習講座の開催 

生涯学習課 
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基本目標Ⅴ  

女性活躍の推進 

女性が職業生活において、希望に応じて能力を十分に発揮し、活躍できる環境を

整えることは、地域の持続的な発展と多様性のある社会の実現に向けて欠かせませ
ん。令和６（2024）年度のアンケート調査では、女性リーダーの増加による、優秀な

人材の活躍や新たな価値の創造、女性の声の反映など、多くの期待が寄せられてい
ることが明らかになりました。一方で、家事・育児・介護などの負担が女性に偏ってい

る現状や、長時間労働、制度利用のしにくさなどが、女性の活躍を妨げる要因となって
います。また、ロールモデルへの関心も高まっており、具体的な事例の提示や情報発信

の充実が求められています。 
本町では、本プランに女性活躍推進法に基づく市町村推進計画を包含し、庁内連

携による相談体制の整備や、協議会の設置、企業への啓発活動、男女共同参画推進
事業所の認定などを通じて、女性が活躍できる体制づくりを進めます。また、職場環

境の改善、保育環境の整備、再チャレンジ支援、起業支援など、多様なライフステー
ジに応じた支援を充実させることで、誰もが安心して働き続けられる地域社会の実

現を目指します。 

 

 

施策の方向１ 女性活躍を推進するための体制づくり 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 
庁内におけるワンスト

ップ相談体制の構築 

問合せや相談をして

きた方がたらい回し

にされることがない

よう、関係各課で情報

を共有化し、迅速な対

応を図ります。 

・庁内連絡体制の整備 

関係各課 

２ 
多様な主体による協

議会の設置の検討 

既存の組織（野木町女

性会議）を活用し、女

性活躍の推進等につ

いて協議できる場を

整備します。 

・協議会設置の検討 

・女性会議の運営 
生活環境課 

３ 
公共調達を通じた女

性の活躍推進の検討 

女性の活躍推進に積

極的かつ主体的に取

り組む一般事業主に

対し、受注機会の増大

を図るなど、一般事業

主の自主的なポジテ

ィブ・アクションにつ

ながるよう、公共調達

について検討します。 

・女性の活躍推進に積

極的かつ主体的に取

り組む企業情報の共

有化 

・先進自治体等の情報

収集 

関係各課 

４ 

企業における女性の

活躍状況の「見える

化」の促進 

町内企業における女

性の活躍状況に関す

る情報収集及び紹介

を行います。 

・男女共同参画推進事

業所の認定及び制度

周知 

・企業への啓発活動 

生活環境課 

産業振興課 
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施策の方向２ 女性の職業生活をサポートする環境づくり 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

管理職を含めた企業

トップの意識改革の

啓発等の実施 

女性が活躍しやすい

職場環境を実現する

ため、町内企業のトッ

プに対して意識改革

を促します。 

・講演会やセミナー等

の情報提供 

生活環境課 

２ 

女性の活躍推進に対

する男性の意識と職

場風土の改革 

女性活躍の推進を図

る上で、男性からも積

極的な協力が得られ

るよう職場風土の改

革を促します。 

・講演会やセミナー等

の情報提供 

生活環境課 

３ 保育ニーズへの対応 

地域のニーズを把握

し、すべてのこどもの

育ちと子育て世帯を

支援するため、引き続

き町の保育環境の整

備を推進します。 

・保育ニーズの把握 

・保育の提供体制の確

保 
こども教育課 

４ 

妊娠・出産等による解

雇等の不利益取扱い

防止に向けた事業主

に対する指導の徹底 

妊娠・出産等を理由に

した不利益取扱いを

防止するため、事業主

に対する意識啓発及

び関係法制の周知徹

底を図ります。 

・関係法制に関する資

料の配布 

・企業への啓発活動 生活環境課 

産業振興課 

 

５ 

６ 

女性の再チャレンジの

ための支援の促進 

妊娠・子育て・介護等

を理由に離職した女

性の再就職への支援

を行います。 

・リカレント教育の情

報提供や啓発 
生活環境課 

・ハローワーク等の関

係機関と連携し、講

座等を実施 

産業振興課 
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施策の方向３ 政策・方針決定過程における男女共同参画の推進 
 

番号 施策 施策内容 事業内容 担当課 

１ 

審議会・委員会等への

女性委員の登用の推

進 

政策・方針決定過程へ

の女性の参画を図る

ため、審議会等の男

女比率に偏りがない

よう働きかけます。 

・審議会等委員への女

性登用促進 

生活環境課 

２ 
町職員における女性

管理職の登用の推進 

能力や実績を適切に

評価し、意欲と能力の

ある女性職員を積極

的に発掘し、女性管理

職の登用を進めます。 

・指導的地位に占める

女性職員の登用促進 

総務課 

３ 

女性の活躍推進に積

極的に取り組む企業

への表彰及び周知 

女性の活躍推進に積

極的かつ主体的に取

り組む一般事業主に

対する表彰等を行い、

より一層の取り組み

を促します。 

・男女共同参画推進事

業所の認定及び制度

周知 
生活環境課 

４ 

起業を考えている女

性または実際に起業

する女性に対する支

援 

実際に起業した女性

ロールモデルの提示

や、起業に関する相談

支援を行います。 

・起業を目指す女性の

ために、起業に関す

る情報収集及びセミ

ナー等の紹介 

産業振興課 
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第５章 プランの推進体制 

第１節 進行管理と評価 

プランの確実な推進を図り、男女共同参画を取り巻く社会情勢や様々な課題に迅速に対

応するためには、定期的・系統的に状況を把握し、目標達成の度合いなど、適切な評価方法

をすることが求められます。  

そこで、プランの進行管理を行うとともに、推進状況について公表するほか、評価組織に

よる推進体制を確立するとともに、施策について評価を行います。  

①町民との協働によるプランの推進 

男女共同参画社会の実現のためには、町民と行政の協働によるプランの推進が基本とな

ります。 

プランの推進にあたっては、町民の委員で構成する「野木町男女共同参画審議会」を主体

として、プランを推進します。 

②ＰＤＣＡサイクルによるプランの推進 

本プランは、「野木町男女共同参画審議会」において、施策の進捗状況を継続的に評価・公

表し、関係各課等と連携して必要な改善を図ります。  
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第２節 推進体制の強化 

男女共同参画社会を実現していくうえでの課題は多岐にわたり、プランの推進にあたっ

ては、庁内の推進体制を強化するとともに、国・県・近隣市町・企業・団体等との連携を密に

し、協力し合いながら問題解決にあたる必要があります。 

①庁内推進体制の整備・充実 

幅広い分野にわたる男女共同参画の推進に向けて、本プランの理念や趣旨を十分に踏ま

え、関係各課が連携しながら、総合的かつ計画的に施策を推進できるよう、職員の研修等を

行い、男女共同参画の意識改革に努めます。  

②国・県・近隣市町・企業・団体との連携 

法制度の改正や財政に関わる問題など、町独自での解決が困難である課題については、

国・県・近隣市町・企業・団体等との連携を密にし、協力して課題解決に取り組みます。 

 

 

 

  



 

 

 

 

第４次野木町男女共同参画プラン策定までの経緯 

野木町男女共同参画審議会委員名簿 

野木町男女共同参画推進条例 

アンケート調査票及び単純集計結果(町民) 

アンケート調査票及び単純集計結果(中学２年生) 
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資料編 

第４次野木町男女共同参画プラン策定までの経緯 

 

日 程 内 容 

令和６(2024)年８月 19 日  

～令和６(2024)年９月９日  
男女共同参画に関するアンケート調査（町民）の実施 

令和６(2024)年９月６日、10日 男女共同参画に関するアンケート調査（中学生）の実施  

令和７(2025)年９月30 日  
第 12 回野木町女性会議  

・第４次野木町男女共同参画プラン（案）について  

令和７(2025)年10月 16日 
第１回野木町男女共同参画審議会 

・第４次野木町男女共同参画プラン（案）について 

令和７(2025)年10月23日 
第１回野木町男女共同参画推進本部幹事会（庁内会議） 

・第４次野木町男女共同参画プラン（案）について 

令和７(2025)年11月４日  
野木町男女共同参画推進本部会議（庁内会議）  

・第４次野木町男女共同参画プラン（案）について  

令和７(2025)年11月25日  

～令和７(2025)年 12月26 日 

第４次野木町男女共同参画プラン（案）に関する 

パブリックコメントの実施  

令和8(2026)年２月５日 
第２回野木町男女共同参画推進本部幹事会(書面開催) 

・第４次野木町男女共同参画プラン最終(案)について 

令和８(2026)年２月 10 日  

第２回野木町男女共同参画審議会  

・第４次野木町男女共同参画プラン最終（案）について  

・提言  
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野木町男女共同参画審議会委員名簿 

（敬称略） 

番号  氏名 所属等 備考 

１ 岩﨑 安一 野木町人権擁護委員 会長  

２ 渡邊 孝善 野木町教育委員会  

３ 磯 宜男 野木町校長会  

４ 出羽 康明 野木町工場協会  

５ 三木 ひとみ 女性団体連絡協議会  

６ 知久 善一 野木町社会福祉協議会  

７ 舘野 純子 野木町民生委員児童委員協議会  

８ 渡邉 初枝 野木町農業委員  

９ 老沼 聡仁 ＰＴＡ連合会  

１０ 佐藤 厚子 公募 副会長 

１1 福本 麗 公募   

１２ 新谷 由里子 白鷗大学教育学部教授 アドバイザー  

 

  



 

71 

野木町男女共同参画推進条例 

野木町条例第１１号  

 

野木町男女共同参画推進条例 

目 次  

前 文  

第１章 総則（第１条―第７条）  

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第８条―第１７条）  

第３章 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限（第１８条・第１９条） 

第４章 野木町男女共同参画審議会（第２０条―第２５条） 

第５章 雑則（第２６条） 

附 則  

 

日本国憲法では、基本的人権の尊重と法の下の平等が保障されている。男女平等の実現に向けた様々な取組

みが着実に進められてきているが、なお一層の努力が必要とされている。家庭、学校、職場、地域その他多様な

活動を自らの希望に沿った形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現できるような社会を目指していくこと

が求められている。  

人々の優しさあふれる野木町には、国の重要文化財に指定されている「野木町煉瓦窯」をはじめ、「野木神社の

提灯もみ」、ラムサール条約登録湿地の「渡良瀬遊水地」など歴史的、文化的遺産が数多く残されている。また、町

のシンボルは「ひまわり」であり、誰もがひまわりの花のように明るく、いきいき活躍できるまちづくりを推進し

ている。その取組みの一環として、男女が喜びも責任も分かち合う男女共同参画社会を実現するため「野木町男

女共同参画プラン」を策定するとともに、町民と行政が一体となって男女共同参画社会を構築していくことを広

く周知するため「男女共同参画都市宣言」（平成２４年３月２４日野木町告示第６７号）を行い、積極的に取り組ん

でいる。  

しかし、固定的な性別役割分担意識や、それに基づく社会慣行は依然として根強く残っているほか、グローバ

ル化、少子高齢化、高度情報化の進展など時代の大きな変化に伴い新たな課題も生じている。また、人々の働き

方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応しきれず、生活と仕事が調和しにくい現実にも直

面している。  

このような中、「男女ともいきいき活躍できるまち」を推進していくためには、一人ひとりが人権意識を持ち、

男女が互いの人権を尊重し、責任を分かち合い、協力し合うことのできる男女共同参画社会を築くことが重要で

ある。ここに野木町は、町、町民及び事業者が協働して男女共同参画の推進に取組み、男女が共同して能力や個

性を発揮できる男女共同参画社会の早期実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。  

  

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の実現に向けて総合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

（1） 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す

ることができ、かつ、ともに責任を担うことをいう。  
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(2) 男女共同参画社会 男女が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわり

なく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のことをいう。  

(3) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するた

め、必要な範囲内において当該機会を積極的に提供することをいう。  

(4) 町民 町内に居住、通勤通学、又は活動する者をいう。  

(5) 事業者 町内において事業を行う個人、法人その他団体をいう。  

(6) ハラスメント 言動又は行動により相手に不快感を与え、生活環境を害すること又は不利益を与えるこ

とをいい、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどがある。  

(7) ドメスティック・バイオレンス 夫婦、親子、恋人その他の親密な関係にある者からの身体的、精神的、経

済的、性的、言語的な暴力及び相手に不快感や苦痛を与える暴力をいう。  

（基本理念）  

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として、推進されなければならない。  

(1) 男女の個人としての人権が尊重され、性別による差別的扱いを受け ることなく、個性と能力を発揮す

る機会が確保されること。  

(2) 性別による固定的な役割負担意識に基づく制度及び慣行にとらわれることなく、自らの意思で自由な

選択ができるよう意識の改革が進められること。  

(3) 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における政 策、方針の立案及び決定に参画

する機会が確保されること。  

(4) 男女が相互に協力し、家庭、学校、職場、地域等において、子どもの養育、家族の介護その他家庭生活

におけるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が確保されること。  

(5) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組みと密接な関係を有していることを考慮し、国際的協

調の下に行われること。  

（町の責務）  

第４条 町は、前条の基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実

施しなければならない。  

1 町は、男女共同参画の推進に関する施策を推進するため、必要な体制を整備するとともに、必要な措置

を講じなければならない。  

2 町は、町民及び事業者と協働し、国及びその他の地方公共団体と連携し、家庭、学校、職場、地域等にお

いて男女共同参画の推進が積極的に行われるよう率先して取り組まなければならない。  

（町民の責務）  

第５条 町民は、基本理念に基づき、男女共同参画に理解を深め、家庭、学校、職場、地域等において、男女共

同参画の推進に自らが積極的に取り組むよう努めるものとする。  

２ 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務）  

第６条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念に基づき、男女が職場における活動に対等に参画する機会の

確保及びワーク・ライフ・バランスに配慮し、男女共同参画の推進に積極的に取り組むよう努めるものとする。  

２ 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。  

（家庭教育、学校教育、社会教育に関わる者の責務）  

第７条 家庭、学校、職場、地域等において、次代を担う子どもの教育に関わる者は、個々の教育を行う過程に

おいて、基本理念に基づいた教育を行うよう努めるものとする。  

  

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策  

（基本計画）  
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第８条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推

進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。  

2 町長は、基本計画の策定又は変更するときは、町民等の意見を反映することができるよう必要な措置

を講ずるとともに、第２０条に規定する野木町男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴

くものとする。 

3 町長は、基本計画を策定又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。  

（人材育成）  

第９条 町は、男女共同参画の推進を率先して行う人材を育成するため、研修の実施、活動の場の提供その他

の必要な措置を講ずるものとする。  

（町民及び事業者の理解を深めるための措置）  

第１０条 町は、町民及び事業者が男女共同参画についての関心と理解を深めるため、啓発活動その他の必要

な措置を講ずるものとする。  

2 町は、町民及び事業者が男女共同参画の推進に関する取組みを積極的に行うときは、情報提供、助言そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。  

3 町は、刊行物等を作成するに当たっては、性別による固定的な役割分担等を助長又は連想させるよう

な表現を用いることのないよう配慮しなければならない。  

（家族経営的な産業の分野における措置）  

第１１条 町は、家族経営的な産業の分野において、男女がともに能力を十分に発揮し、正当に評価され、経営

における対等な構成員として均等な機会が確保できるよう、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。  

（学習活動への支援）  

第１２条 町は、家庭、学校、職場、地域等における、男女共同参画の推進のための学習機会の充実及び学習活

動への支援を行うものとする。  

（積極的改善措置）  

第１３条 町は、政策の立案及び決定並びに具体的施策の実施においては、必要に応じて積極的改善措置を講

ずることにより、男女間に参画する機会の格差が生ずることのないよう努めるものとする。  

（年次報告）  

第１４条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施内容及び進捗状況について、年次報告書を作成し、

これを公表するものとする。  

（調査研究）  

第１５条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するために必要な事項並びに男女共同

参画の推進を阻害する問題についての調査研究を行うものとする。  

（意見等の申出）  

第１６条 町民及び事業者等は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる施策について、町長に意見、苦情等の申出を行うことができる。  

２ 町長は、前項の申出があった場合において適切に対応するものとし、必要と認めるときは、審議会の意

見を聴くことができる。  

（相談への対応）  

第１７条 町は、男女共同参画の推進を阻害する行為について、町民又は事業者等からの相談に適切に対応す

るため、必要な体制を整備するように努めなければならない。  

２ 町は、前項の相談があった場合は、関係機関と連携し、適切な措置を講ずるように努めなければならない。  

  

第３章 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限  

（性別による権利侵害の禁止）  
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第１８条 何人も、家庭、学校、職場、地域等において、性別による権利侵害や差別的取扱いをしてはならない。  

２ 何人も、ハラスメントやドメスティック・バイオレンス等、身体的又は精神的な苦痛を与えるあらゆる行為

を行ってはならない。  

（公衆に表示する情報への配慮）  

第１９条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす影響を考慮し、性別による固定的な役割分担、男女間

のあらゆる暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わないように配慮し

なければならない。  

  

第４章 野木町男女共同参画審議会  

（審議会の設置）  

第２０条 町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項を審議するため、審議会を置く。  

２ 審議会は、前項に規定するもののほか、男女共同参画の推進に必要と認められる事項について、町長に

意見を述べることができる。  

（組織）  

第２１条 審議会は、委員１２人以内で組織する。この場合において、男女いずれの委員の数も同数となるよう

努めるものとする。  

２ 委員は、学識経験を有する者、公募に応じた者及びその他町長が適当と認める者のうちから、町長が委

嘱する。  

（任期）  

第２２条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長及び副会長）  

第２３条 審議会に、会長及び副会長を置く。  

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。  

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。  

（会議）  

第２４条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。  

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。  

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。  

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。  

（庶務） 

第２５条 審議会の庶務は、主管課において処理する。  

  

第５章 雑則  

（委任）  

第２６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。  

  

附 則  

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  
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アンケート調査票及び単純集計結果(町民) 

 

野木町人権・男女共同参画に関するアンケート調査 

〜 ご協力のお願い 〜 
 

町民の皆様へ 

 

平素から町政に対しまして、ご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。 

この度、町では「第４次野木町人権施策推進基本計画」及び「第４次野木町男女共同参画プラン」

の策定にあたり「人権に対する考え・意識」「男女平等に関する意識」に関するアンケートを実施

することとなりました。 

このアンケート調査は、現在町が推進している「人権」や「男女共同参画」に対する皆様の考え

やご意見をお伺いし、今後のまちづくりの方向性や課題を検討するために実施するものです。 

調査にご協力いただきます方は、町内にお住まいの方の中から、１,５００人を抽出し、選ばせ

ていただきました。 

なお、ご回答いただきました内容は、統計的に処理し、本調査の目的以外で利用することはあり

ません。 

大変お忙しいとは存じますが、本調査の趣旨をご理解いただき、アンケート用紙のご記入及びご

返送にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

令和６年 8 月 野木町長 

 

＜ご記入にあたってのお願い＞ 

１．このアンケートのご回答は、封筒の宛名ご本人（答えられない場合はご家族の方）にお願いいたし

ます。 

２．ご回答の方法は、特に指定のない場合、該当する選択肢に □ （レ点）をつけてください。また、

「その他」を選択した場合は、その具体的な内容を（   ）内にご記入ください。 

３．この調査の結果は、統計的に処理いたします。無記名調査ですので、お名前やご住所を書いていた

だく必要はありません。 

４．ご記入が終わりましたら、同封の返信用封筒にアンケート用紙を入れて、切手を貼らずに 

９月９日（月）までに、ポストに投函してください。 

５．この調査に関してご不明の点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

 

野木町役場 町民生活部 生活環境課 人権・協働推進係 

〒３２９－０１９５ 

栃木県下都賀郡野木町大字丸林 571 

Tel：０２８０－５７－４１３２ 

Fax：０２８０－５７－３９４５ 
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○選択肢に示した数値は、各回答の構成比（％）です。 

○有効回答数は433件です。なお、項目によっては回答者が限定される場合があります。 

 

あなた自身のことについて 

 

F１ あなたの性別をお答えください。（１つのみ□） 

□ 男性  45.0 □ 女性  53.6 □ 答えたくない  0.2 

 

F２ あなたの年齢をお答えください。（１つのみ□） 

□ 16～29 歳  8.8 □ 30 歳代  9.7 □ 40 歳代     12.7 

□ 50 歳代   15.7 □ 60 歳代 26.1 □ 70 歳以上     25.9 

 

F３ あなたが野木町にお住まいの年数をお答えください。（１つのみ□） 

□ ５年未満  6.0 □ ５年以上 10 年未満 4.4 □ 10 年以上20 年未満  14.8 

□ 20 年以上 70.7 □ その他  3.2  

 

F４ あなたの雇用状況をお答えください。（１つのみ□） 

□ 正規雇用  29.3 □ 非正規雇用＊       18.7 □ 自営業・自由業        7.4 

□ 専業主婦・専業主夫 14.1 □ 学生               4.2 □ 無職   22.6 

□ その他   1.4 

＊パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・嘱託社員など 

F５ あなたはご結婚されていますか。（１つのみ□） 

□ 既婚  69.3 □ 離別・死別   9.2 

□ 未婚  19.9 □ その他（事実婚など）  0.7 

 

F６ あなたのお子さんについてお答えください。（あてはまるものすべてに□） 

□ いない 25.4 □ 未就学 6.0 □ 小学生  6.5 

□ 中学生  5.5 □ 高校生 5.5 □ 大学生・大学院生 7.2 

□ 社会人 52.0 □ その他 4.4 （短大・専門学校など含む） 

  

F７ 現在同居しているご家族で、介護が必要なご家族はいますか。（１つのみ□） 

□ いない 88.5 □ いる  9.9 
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１．男女平等に関する意識について 

 

問１ あなたは、次の言葉について、見たり聞いたりしたことがありますか。 

（あてはまるものすべてに□） 

□ 野木町男女共同参画プラン     30.9 □ 男女共同参画社会   54.0 

□ ジェンダー（社会的性別）     74.6 □ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 53.3 

□ 育児・介護休業法      63.7 □ 男女雇用機会均等法   72.5 

□ DV（ドメスティック・バイオレンス）   79.4 □ デート DV（恋人間での暴力）  37.9 

□ ハラスメント（セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメントなど）          83.6 

□ 特にない        6.5  

 

問２ あなたは、次の①から⑥までの項目について、どのように思いますか。（それぞれ１つのみ□） 

 

賛
成 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
賛
成 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
反
対 

反
対 

無
回
答 

① 「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」 

という考え方 
2.1 13.4 26.1 45.5 12.9 

② 「男は男らしく、女は女らしく」という考え方 5.8 23.1 26.8 33.3 11.1 

③ 結婚は個人の自由であり、結婚してもしなくても

どちらでもよいという考え方 
47.6 28.6 12.2 3.0 8.5 

④ 結婚しても夫婦二人だけで、必ずしも子どもが 

いなくても良いという考え方 
40.4 28.4 15.7 5.5 9.9 

⑤ 仕事を「男性向きの仕事、女性向きの仕事」など、

性別で分けるという考え方 
3.9 24.2 33.9 28.4 9.5 

⑥ 女性だけでなく男性も育児休業を取得したほう

が良いという考え方 
52.2 36.3 4.4 0.5 6.7 
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問３ 現在、男女の地位は平等になっていると思いますか。次の①〜⑦のそれぞれについてあなたの考

えに近いものを選んでください。（それぞれ１つのみ□） 

 

 
男
性
の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

男
性
の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

平
等
に
な
っ
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

女
性
の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

女
性
の
方
が
優
遇
さ
れ
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

① 家庭生活の中で 7.9 43.2 28.2 3.5 1.2 11.1 5.1 

② 職場の中で 14.1 39.7 19.2 3.5 0.7 14.1 8.8 

③ 教育の場で 3.0 12.7 52.4 1.8 0.5 21.7 7.9 

④ 町内会や自治会などの 

地域の中で 
8.1 27.0 32.8 3.0 0.9 22.6 5.5 

⑤ 習慣・しきたりなどで 14.8 38.8 17.3 0.9 0.2 20.8 7.2 

⑥ 政治の場で 32.6 39.0 11.1 1.2 0.0 10.6 5.5 

⑦ 法律や制度の上で 11.8 22.4 34.4 2.5 0.2 21.0 7.6 

 

２．仕事について 

 

問４ あなたの現在の就労状況をお答えください。（１つのみ□） 

□ 働いている      56.1 □ 産休、育休・介護休業中 0.9 

□ 働いていない（就労経験あり）   35.3 □ 働いたことが ない  4.8 

 

問５ 一般的に女性が職業をもつことについて、あなたはどうお考えですか。（１つのみ□） 

□ 女性は職業をもたない方がよい        1.8 

□ 結婚するまでは職業をもつ方がよい       1.8 

□ 子どもができるまでは、職業をもつ方がよい      2.3 

□ 子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい      48.0 

□ 子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい   26.3 

□ その他          15.5 
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問４で「働いている」「産休、育休・介護休業中」「働いていない（就労経験あり）」と回答した方にお伺いします。 

問６ あなたの職場では、次の①〜⑧について、男女平等になっている（なっていた）と思いますか。 

（それぞれ１つのみ□） 

 

平
等 

ほ
ぼ
平
等 

あ
ま
り
平
等
と
は
い
え
な
い 

男
女
の
差
が
相
当
あ
る 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

① 募集や採用の条件 21.5 29.8 16.5 9.3 9.0 14.0 

② 人事配置や昇進 13.0 25.3 22.3 13.3 12.0 14.3 

③ 教育や研修制度 25.3 35.5 9.8 4.5 11.0 14.0 

④ 福利厚生 33.0 34.5 9.3 2.0 8.5 12.8 

⑤ 定年・退職・解雇 30.8 30.3 10.3 5.5 10.8 12.5 

⑥ 賃金 20.5 22.0 19.0 12.8 12.3 13.5 

⑦ 仕事の内容 15.0 27.8 23.0 13.3 8.8 12.3 

⑧ 職場の雰囲気 20.0 35.5 17.3 4.0 10.0 13.3 

 

問4で「働いている」「産休、育休・介護休業中」「働いていない（就労経験あり）」と回答した方にお伺いします。 

問７ あなたは育児休業や介護休業を取得したことがありますか。（それぞれ１つのみ□） 

 

取
得
し
た
こ
と
が
あ
る 

取得したことはない 

無
回
答 

取
得
し
た
か
っ
た
が 

取
得
し
な
か
っ
た 

取
得
し
た
い
と
は
思
わ
ず 

取
得
し
て
い
な
い 

取
得
す
る
必
要
が
な
か
っ
た 

制
度
が
な
か
っ
た 

① 育児休業 10.3 4.3 4.0 25.8 33.3 22.5 

② 介護休業 3.0 2.3 1.5 39.5 27.5 26.3 
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３．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

 

問８ あなたの家庭では、次のことについて、主に男性、女性のどちらが担当していますか。 

（それぞれ１つのみ□） 

 

主
に
男
性 

共
同
し
て
分
担 

主
に
女
性 

そ
の
他 

無
回
答 

① 食事の準備 3.9 13.9 73.4 2.5 6.2 

② 食事の後片付け 7.9 28.2 54.7 2.5 6.7 

③ 掃除 6.2 28.2 56.4 2.1 7.2 

④ ごみ出し 28.9 27.0 34.9 2.5 6.7 

⑤ 洗濯 4.2 17.1 70.7 1.6 6.5 

⑥ 生活費の確保 46.7 31.9 8.8 3.5 9.2 

⑦ 家計の管理 12.9 20.3 54.3 3.7 8.8 

⑧ 地域活動の参加 24.0 38.6 17.8 5.8 13.9 

⑨ 子育て（子育て中の方のみ） 1.6 31.7 35.5 1.1 30.1 

⑩ 介護（介護が必要な同居のご家族がいる方のみ） 14.0 23.3 27.9 4.7 30.2 

 

Ｆ５（１ページ）で「既婚」と回答した方にお伺いします。 

問９ あなたは、夫婦の間の役割分担の現状について、どのように思っていますか。（１つのみ□） 

□ 満足    27.3 □ やや満足 43.7 □ やや不満 18.0 □ 不満     6.0 

 

問 10 あなたのワーク・ライフ・バランスはどの程度実現されていますか。（１つのみ□） 

□ 十分に仕事と生活の調和がとれている     15.0 

□ どちらかといえば仕事と生活の調和がとれている    46.2 

□ どちらかといえば仕事と生活の調和がとれていない   10.4 

□ 仕事と生活の調和はとれていない      8.5 
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問 10 で「どちらかといえば仕事と生活の調和がとれていない」または「仕事と生活の調和がとれていな

い」と回答した方にお伺いします。 

問 10－１ 現状何が優先されていますか、また、今後何が充実されればワーク・ライフ・バランスが実

現されると思いますか。（それぞれあてはまるものすべてに□） 

≪現状優先されていること≫ ≪今後充実したいこと≫ 

□ 家庭生活  41.5 □ 仕事   53.7 □ 家庭生活  35.4 □ 仕事   18.3 

□ 個人の生活 13.4 □ 地域活動  0.0 □ 個人の生活 59.8 □ 地域活動  4.9 

問 11 男女が共に介護や子育てをしながら働き続けるためには、どのようなことが必要だと思います

か。（あてはまるものすべてに□） 

□ 家庭生活において、男女が協力して家事や育児、介護に取り組む       69.3 

□ 性別による固定的な役割分担意識（男は仕事、女は家庭という考え方）をなくす      54.5 

□ 保育施設や保育時間の延長など保育内容を充実させる        49.0 

□ ホームヘルパー制度など福祉サービスを充実させる        45.0 

□ 職場における男女格差をなくす           33.0 

□ 職場でのハラスメント（いやがらせ）をなくす         39.7 

□ 職場において、男女ともに育児・介護休暇などをとりやすくする       56.4 

□ パートタイマーや派遣の給与や労働条件をよくする        48.7 

□ 在宅勤務やフレックスタイム（時間差出勤）をとりいれる        42.3 

□ 労働時間を短くする            32.1 

□ 再就職などの支援を充実させる           39.3 

□ 仕事優先という意識を改める           32.1 

□ その他              1.4 

 

４．女性の活躍推進について 

 

問12 あなたは、政治・経済・地域などの各分野で、女性の参加が進み、女性のリーダーが増えるとど

のような影響があると思いますか。（あてはまるものすべてに□） 

□ 多様な視点が加わることにより、新たな価値や商品・サービスが創造される      70.0 

□ 人材・労働力の確保につながり、社会全体に活力を与えることができる      49.0 

□ 女性の声が反映されやすくなる           67.7 

□ 国際社会から好印象を得ることができる          30.9 

□ 男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる         77.8 

□ 男女問わず仕事と家庭の両方を優先しやすい社会になる        55.0 

□ 労働時間の短縮など働き方の見直しが進む         33.5 

□ 男性の家事・育児・介護などへの参加が増える          50.1 

□ 今より仕事以外のことが優先され、業務に支障を来すことが多くなる       8.5 

□ 男性のポストが減り、男性が活躍しづらくなる          4.4 

□ 保育・介護などの公的サービスの必要性が増大し、家計負担及び公的負担が増大する    17.8 

□ 特に影響はない             2.1 

□ その他              1.4 
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問 13 あなたは、政治・経済・地域などの各分野で女性のリーダーを増やすときに障害となるものは何

だと思いますか。（あてはまるものすべてに□） 

□ 現時点では，必要な知識や経験などを持つ女性が少ないこと   26.1 

□ 女性自身がリーダーになることを希望しないこと     34.4 

□ 上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リーダーを希望しないこと  40.2 

□ 長時間労働の改善が十分ではないこと      40.0 

□ 企業などにおいては、リーダー（管理職など）になると広域異動が増えること 27.0 

□ 家事・育児・介護などにおける夫などの家族の協力が十分ではないこと  54.0 

□ 保育・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと    46.0 

□ 特に障害となるものはない        6.9 

□ その他          2.5 

 

問 14 あなたは、女性の活躍推進の取組に関する情報のうち、どの情報が特に必要になると感じます

か。（あてはまるものすべてに□） 

□ 保育所や幼稚園に関する情報（場所、保育料など）    55.4 

□ 放課後児童クラブに関する情報（場所、利用料など）    45.3 

□ 介護・家事の支援サービスに関する情報（内容、利用方法など）   56.4 

□ 就職・再就職のための職業訓練に関する情報（利用方法、相談先など）  37.9 

□ 起業・ＮＰＯ活動のための情報（支援内容、相談先など）    16.9 

□ 仕事と育児・介護との両立支援制度に関する情報（内容、利用方法など）  55.7 

□ 出産・育児などを経ながら就業を継続している女性のモデル事例に関する情報 37.0 

□ 積極的に家事・育児に参画する男性のモデル事例に関する情報   31.2 

□ ワーク・ライフ・バランスの推進や、働き方の見直しの実践例に関する情報  42.3 

□ 特に必要な情報はない         5.3 

□ その他          1.6 

 

５．配偶者や恋人からの暴力について 

 

問 15 あなたは、配偶者や恋人から暴力を受けた経験がありますか。（あてはまるものすべてに□） 

□ 身体的暴力（なぐる、けるなど） 

□ 精神的暴力（ののしる、おどすなどの言葉の暴力、無視するなど） 

□ 性的暴力（性行為の強要など） 

□ 経済的暴力（生活費を渡さない、仕事に就くことを禁じる、仕事を妨害するなど） 

□ 社会的暴力（実家や友人との付き合いや本人の行動を監視、制限するなど） 

□ その他 

□ 特にない         

5.3 

10.2 

2.8 

2.8 

2.3 

0.9 

80.6 
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問 15 で「身体的暴力」から「その他」の“暴力を受けた経験がある”と回答した方にお伺いします。 

問 16 あなたは、そのことをだれかに打ち明けたり、相談したりしましたか。また、その結果はどうで

したか。（１つのみ□） 

□ 相談して、解決した   15.0 □ 相談したが、解決していない        21.7 

□ 相談しておらず、解決していない 20.0 □ 相談しなかったが、解決した        31.7 

 

問 16 で「相談して、解決した」または「相談したが、解決していない」と回答した方にお伺いします。 

問 17 あなたは、だれ（どこ）に相談しましたか。（あてはまるものすべてに□） 

□ 友人・知人  36.4 □ 家族や親せき  22.7 □ 警察   9.1 

□ 市町村の相談窓口 4.5 □ 県の相談窓口  0.0 □ 医療関係者  0.0 

□ 学校関係者  0.0 □ 専門機関（弁護士など） 0.0 □ その他  4.5 

 

問 16 で「相談しておらず、解決していない」または「相談しなかったが、解決した」と回答した方にお伺

いします。 

問 18 相談しなかった（していない）理由をお答えください。（あてはまるものすべてに□） 

□ 身近に相談できる人がいなかった            32.3 

□ 相談窓口が分からなかった              3.2 

□ 相談しても無駄だと思った             67.7 

□ 相談したことが分かると仕返しされると思った            6.5 

□ 相談することで自分が不快な思いをすると思った           22.6 

□ 自分さえ我慢すればいいと思った            32.3 

□ 自分にも悪いところがあると思った            38.7 

□ 恥ずかしかった               9.7 

□ 世間体が悪いと思った               9.7 

□ 相談して他人を巻き込むのが嫌だった            16.1 

□ 相談するほどのことではないと思った            29.0 

□ 特に理由はない               0.0 

□ その他                3.2 
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６．男女共同参画社会の実現に向けて 

 

問19 あなたは、男女共同参画社会を実現するために、町は今後どのようなことに力を入れていくべき

だと思いますか。（それぞれ１つのみ□） 

 

と
て
も
重
要 

重
要 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

ま
っ
た
く
重
要
で
は
な
い 

無
回
答 

① 広報誌やパンフレットなどで、男女共同参画社会について啓

発する 
10.4 40.6 28.9 4.8 15.2 

② 女性を対象とした人材育成のための取組を進める 13.2 49.0 16.9 2.5 18.5 

③ 自主的に活動するボランティアや NPO などの団体を支援する 6.2 41.1 26.3 3.7 22.6 

④ 学校教育や生涯学習・社会教育の場で男女の平等と相互の理

解や協力についての学習を充実する 
31.4 49.9 5.1 1.2 12.5 

⑤ 男女の生き方に関する情報提供、相談、教育などの場を充実

する 
15.5 51.7 14.3 2.1 16.4 

⑥ 町が開催する会議など女性を政策方針決定の場に積極的に登

用する 
12.2 50.8 16.4 3.5 17.1 

⑦ 企業などに対し、性別に関わらず働きやすい職場環境づくりの

促進について働きかける 
23.8 53.6 7.4 1.4 13.9 

⑧ 子育て支援や介護支援などの公的サービスを充実させる 39.0 46.7 3.0 0.7 10.6 

⑨ DV や虐待などの問題について、相談しやすい体制づくりを進

める 
26.6 52.7 5.3 0.7 14.8 

⑩ 学校教育などの現場において、DV 防止やデート DV 防止につ

いての情報に触れる機会を増やす 
25.6 47.1 11.1 1.2 15.0 

⑪ 家庭生活（家事・育児・介護など）への、男性の積極的な参

加を促進する 
22.2 54.5 9.7 2.1 11.5 

⑫ 男性の意識改革と理解を促進するためのセミナーや講演会

等を積極的に実施する 
11.5 39.5 27.7 4.4 16.9 
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７．困難な問題を抱える女性への支援について 
 

問 20 あなた自身が次のような困難な問題を経験したり、若しくは身近な女性で問題を抱えているの

を見聞きしたりしたことがありますか。（あてはまるものすべてに□） 

□ 配偶者・パートナーから暴力（DV）や、恋人からの暴力（デート DV）がある  8.5 

□ 配偶者・パートナー以外の家族から暴力がある      2.1 

□ 家族とうまくいかない、家族に関する問題を抱えている    23.3 

□ 職場や学校等で人間関係がうまく築けない、いじめやハラスメントを受けている 17.6 

□ 仕事が見つからない、仕事が不安定      12.9 

□ 経済的に困窮している（光熱水費・食糧費・医療費等を支払えない等）   6.0 

□ 健康面の不安が大きい（メンタルヘルス含む）     21.2 

□ 住まいが定まらない、家に居場所がない       0.2 

□ 孤独・孤立を感じる         9.0 

□ 性的な被害や問題を抱えている（性暴力や性的虐待、望まない妊娠など）   0.7 

□ どれにもあてはまらない       39.5 

 

問 20 で「配偶者・パートナーから暴力（DV）や、恋人からの暴力（デート DV）がある」から「性的な

被害や問題を抱えている（性暴力や性的虐待、望まない妊娠など）」と回答した方にお伺いします。 

問 21 自分自身若しくは身近な女性の現在の経済的な暮らし向きについて選んでください。 

（１つのみ□） 

※あなたが見聞きした問題の場合には、知っている範囲で回答をお願いします。 

□ たいへんゆとりがある         0.0 

□ ややゆとりがある         2.0 

□ 普通          18.8 

□ やや苦しい          8.6 

□ たいへん苦しい         3.6 

□ わからない          3.0 
 

問 22 不安・悩みの相談相手について選んでください。（あてはまるものすべてに□） 

※あなたが見聞きした問題の場合には、知っている範囲で回答をお願いします。 

□ 同居の家族         44.6 

□ 友人・知人         45.5 

□ 同居していない家族・親せき       26.6 

□ 職場の人         18.0 

□ 病院関係者や福祉サービス事業者等       4.4 

□ 交際相手          2.3 

□ SNS やインターネット上の友人       1.6 

□ 公的な相談窓口（県や市町村等の相談員）      9.2 

□ 近所の人・自治会等の地域の人        3.0 

□ 学校の先生          2.3 

□ 民間の相談窓口（NPO 等の民間団体・ボランティア団体等の相談員）   2.3 

□ その他          0.9 

□ 誰にも相談しない         3.7 

□ わからない          8.1 
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問 23 今後、相談窓口（民間含む）に相談するとしたらどのような形で相談したいか、若しくは適切と

考える相談方法を選んでください。（あてはまるものすべてに□） 

□ 電話で         46.0 

□ 相談窓口で（対面）        41.8 

□ 電子メールで         23.3 

□ チャットで         16.4 

□ SNS で         13.9 

□ 気軽に立ち寄れる居場所等で（対面）      27.3 

□ 自宅に来てもらって（対面）       12.5 

□ オンラインのビデオ通話で        9.7 

□ その他          0.2 

□ どこにも相談したくない        2.5 

□ わからない          6.9 

 

問24 女性が抱える困難を解決するためにどのような環境や支援があるとよいと思いますか。該当する

内容を選んでください。（３つまで□） 

□ 利用できる支援制度の情報提供       55.0 

□ 自分の困りごとをなんでも相談でき、支援につながることができる窓口  47.1 

（相談窓口等に一緒に行ってくれる等）       

□ 気軽に話を聞いてもらえる SNS などの相談窓口     22.2 

□ 生活のための経済的援助       23.6 

□ カウンセリング等の心理学的支援      23.6 

□ 同じような悩みをもつ人と出会える場所      20.1 

□ 自分の困りごとに気づいて声をかけてくれる人や支援機関    12.5 

□ 就労の支援（資格取得等の働くための支援や就職先を探すサポート）  14.1 

□ 相談・支援を受けている間の寄り添いや見守り      7.9 

□ とくに必要なことはない        2.1 

□ その他          1.2 
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問25 ＤＶや虐待等の困りごとを解決するためにどのような環境や支援があるとよいと思いますか。該

当する内容を選んでください。（３つまで□） 

□ 加害者に完全に情報が秘匿され、安心して避難できる施設    73.7 

□ 生活全般について手厚い支援を受けながら自立がめざせる施設   34.4 

□ 一時的に(数日)安心して過ごせる場所      27.9 

□ 住まい探しの補助・支援       19.6 

□ 同じような悩みをもつ人と出会える場所      16.4 

□ ゆるやかな支援・見守りを受けながら自立がめざせる施設    15.9 

□ 仕事探しの補助・支援        13.6 

□ 今後について考えることができる場所      18.2 

□ 在宅で受けられる見守り支援        5.8 

□ 加害者への教育プログラムの実施      15.5 

□ とくに必要なことはない        0.7 

□ その他          1.4 
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８．自由記述 

 

問26 男女共同参画についてご意見などがございましたら、ご自由にお書きください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度はお忙しいところ本アンケートにご協力いただきまして 

誠にありがとうございました。 

皆様から頂きました貴重なご意見を、これからの 

町政運営に活かしていければと思います。 

今後も町政への更なるご理解・ご協力を賜りますよう、 

お願い申し上げます。 

野木町 
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○選択肢に示した数値は、各回答の構成比（％）です。 

○有効回答数は167件です。なお、項目によっては回答者が限定される場合があります。 

 

アンケート調査票及び単純集計結果(中学２年生) 

～ 人権・男女共同参画に関するアンケート ～ 

 

問１ あなたのことについて（あてはまるものを選択してください） 

 

    性別【 男性 46.7   ・ 女性 49.7  ・ 答えたくない 3.6 】 

 

問２ 今までに次のような経験をしたことがありますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

 

１．仲間はずれや無視、暴力や嫌がらせなどのいじめを受けた   21.6 

２．いじめをしている人や、いじめられている人を見て見ぬふりをした   6.6 

３．インターネットやＳＮＳなどで、嫌な書き込みや無視をされ仲間はずれにされた  1.8 

４．みんなの前で笑いものにされたり、恥ずかしい思いをさせられたりした   7.2 

５．その他          1.2 

６．上記のような経験はない       72.5 

 

 

問２-２ 問２で１～５に回答した方（ひとつでも） 

     上記のような経験をした時、誰かに相談しましたか。 

 

１．親に相談した        37.5 

２．祖父母に相談した         3.1 

３．兄弟姉妹に相談した         9.4 

４．先生に相談した        28.1 

５．友達に相談した        26.6 

６．公的な機関に相談した（こどもの人権１１０番など）     0.0 

７．誰にも相談していない       12.5 

８．その他          1.6 
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問３ インターネットによる人権侵害に関することがらで、人権が守られていないのはどのような場

合だと思いますか。（あてはまるものすべてを選択） 

 

１．他人を傷つける表現を掲載する場合      73.1 

２．差別を助長する表現を掲載する場合      62.9 

３．出会い系サイトなど、犯罪を誘発する場となっている場合   33.5 

４．捜査の対象となっている未成年の実名や顔写真を掲載する場合   41.3 

５．インターネットを利用した、いじめ問題が発生している場合   64.1 

６．特に問題になるような例はないと思う       2.4 

７．その他          0.0 

８．わからない         15.0 

 

問４ あなたは、次の （１） から （１１） までの言葉について知っていますか。 

   （あてはまるものすべてを選択） 

 

言
葉
を
知
っ
て
い
て
、 

内
容
を
理
解
し
て
い
る 

言
葉
を
知
っ
て
い
る
が
、 

内
容
は
理
解
し
て
い
な
い 

知
ら
な
い 

（１）野木町男女共同参画プラン 1.8 21.6 76.6 

（２）男女共同参画社会 9.6 29.3 61.1 

（３）ジェンダー（社会的性別） 47.9 38.3 13.8 

（４）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 6.0 21.6 72.5 

（５）育児・介護休業法 21.0 27.5 51.5 

（６）男女雇用機会均等法 4.8 13.8 81.4 

（７）ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 56.9 18.0 25.1 

（８）デートＤＶ（恋人間での暴力） 44.3 28.7 26.9 

（９）ハラスメント（セクシャル・ハラスメントなど） 55.7 34.1 10.2 

（10）家事メン・イクメン 28.1 25.1 46.7 

（11）ＬＧＢＴＱ＋（性的マイノリティ） 34.1 16.8 49.1 
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問５ あなたは、次の（１）から（６）までの項目について、どのように思いますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

 

賛
成 

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
賛
成 

ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
反
対 

反
対 

（１）「男は外で働き、女は家庭を守るべきである」という

考え方 7.2 15.0 36.5 41.3 

（２）「男は男らしく、女は女らしく」という考え方 
7.2 16.8 29.9 46.1 

（３）結婚は個人の自由であり、結婚してもしなくてもど

ちらでもよいという考え方 71.9 24.6 2.4 1.2 

（４）結婚しても、子どもがいない夫婦であっても良いと

いう考え方 71.3 19.2 7.8 1.8 

（５）仕事を「男性向きの仕事、女性向きの仕事」など、

性別で分けるという考え方 11.4 18.6 34.1 35.9 

（６）女性だけでなく男性も育児休業を取得したほうが良

いという考え方 57.5 37.7 3.0 1.8 

 
 

問６ 一般的に女性が職業をもつことについて、あなたはどうお考えですか。（１つ選択） 

 

１．女性は仕事をもたない方がよい       0.6 

２．結婚するまでは仕事をもつ方がよい       1.2 

３．子どもができるまでは、仕事をもつ方がよい      6.6 

４．子どもができても、ずっと仕事を続ける方がよい    18.6 

５．子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び仕事をもつ方がよい  44.9 

６．その他          4.2 

７．わからない         24.0 

 

問７ 「こどもの権利」とは、こどもが大人と同じく一人の人間として持つ権利であり、 

安心して生活できること、自由に意見を言ったり活動したりできることが含まれます。 

あなたは、「こどもの権利」について知っていますか。（１つ選択）  

 
１．よく知っている          5.4 

２．ある程度少し知っている        29.3 

３．聞いたことはある        32.3 

４．知らない         32.9 
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